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⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て

金

沢

英

之

は
じ
め
に

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞（
以
下
⽝
憲
章
序
註
⽞）
は
、⽝
日
本
書
紀
⽞
に
厩
戸
皇
子
（
聖
徳
太
子
）
の
撰
と
す
る
い
わ
ゆ
る
十
七

条
憲
法
の
各
条
を
注
し
、
こ
れ
に
序
を
付
し
た
も
の
で
、
現
存
す
る
最
古
の
十
七
条
憲
法
注
釈
と
目
さ
れ
て
い
る
。
聖
徳
太
子
の
伝
記
と

関
連
資
料
か
ら
な
る
⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
と
あ
わ
せ
て
一
冊
を
な
す
か
た
ち
で
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。

⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
は
、
①
⽝
日
本
書
紀
⽞
に
も
と
づ
く
太
子
関
連
記
事
（
⚑
）に
若
干
の
独
自
記
事
を
加
え
た
太
子
伝
、
②
唐
・
衡
山
の
慧

思
が
、
達
磨
よ
り
東
方
へ
の
伝
法
を
促
さ
れ
、
七
代
転
生
の
後
に
⽛
倭
国
之
王
家
⽜
に
生
ま
れ
か
わ
っ
た
と
す
る
伝
（⽛
大
唐
国
衡
州
衡
山

道
場
釈
思
禅
師
七
代
記
⽜）、
③
思
託
撰
の
鑑
真
伝
（⽛
大
唐
伝
戒
師
僧
名
記
伝
⽜）
よ
り
、
天
台
智
顗
の
師
た
る
慧
思
に
関
す
る
部
分
の
抄

出
、
④
慧
思
の
遠
忌
に
関
す
る
伝
（⽛
釈
思
禅
師
遠
忌
伝
⽜）
の
各
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
①
の
首
部
を
欠
く
た
め
本
来
の
題
名
は
不
明
だ
が
、
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⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
（
⚒
）。
伝
本
に
は
黒
川
春
村
に
よ
る
影
写
本
が
二
種
現
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
広
島
大
学
図
書
館

お
よ
び
日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
⚓
）。
い
ず
れ
も⽝
憲
章
序
註
⽞を
併
せ
て
収
録
す
る
。
広
島
大
学
本
は⽝
異

本
上
宮
太
子
伝
⽞
の
部
分
が
⽝
聖
徳
太
子
全
集
⽞
第
三
巻
に
⽛
上
宮
太
子
伝
⽜
の
題
で
、
ま
た
⽝
寧
楽
遺
文
⽞
に
⽛
七
代
記
⽜
の
題
で
収

め
ら
れ
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
部
分
が
⽝
聖
徳
太
子
全
集
⽞
第
一
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
日
本
大
学
本
に
つ
い
て
は
、
こ
の
本
が
春
村
の
養

子
真
頼
の
子
、
真
道
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
た
明
治
四
十
五
年
三
月
に
再
転
写
さ
れ
た
一
本
が
東
京
国
立
博
物
館
に
蔵
さ
れ
て
お
り
、
東
京

国
立
博
物
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
よ
り
閲
覧
で
き
る
（
⚔
）。

春
村
影
写
の
底
本
は
現
在
所
在
不
明
だ
が
、⽝
憲
章
序
註
⽞
第
一
条
の
注
釈
に
存
在
す
る
空
白
部
分
（
後
述
）
に
は
、
知
恩
院
本
⽝
上
宮

法
王
聖
徳
帝
説
⽞
末
尾
に
見
え
る
も
の
と
同
じ
草
名
が
存
在
す
る
。
こ
の
草
名
は
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）
十
二
月
九
日
の
⽛
法
隆
寺
五

師
千
夏
田
地
譲
状
⽜
の
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
十
一
世
紀
半
ば
の
法
隆
寺
僧
千
夏
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
お
り
（
⚕
）、⽝
異
本
上
宮
太
子

伝
⽞
現
存
影
写
本
の
原
本
も
千
夏
の
所
持
本
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
（
⚖
）。
ま
た
、⽝
憲
章
序
註
⽞
全
体
の
末
尾
に
は
⽛
書
主
僧
〔
聞
〕カ

員
⽜

と
書
写
者
の
署
名
が
あ
る
が
、
聞
員
に
つ
い
て
は
不
明
。
た
だ
し
、
書
風
か
ら
書
写
自
体
も
平
安
中
期
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
⚗
）。

⽝
憲
章
序
註
⽞
の
構
成
は
、
冒
頭
に
⽛
聖
徳
憲
章
序
⽜
と
題
さ
れ
た
序
文
が
置
か
れ
、
つ
づ
い
て
⽛
上
宮
聖
徳
太
子
憲
法
十
七
条
御
製
後

註
⽜
と
し
て
、
十
七
条
の
憲
法
本
文
と
、
本
文
中
に
細
字
双
行
で
挿
入
さ
れ
た
注
を
載
せ
る
。⽛
御
製
後
註
⽜
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ

の
註
が
皇
族
の
手
に
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
か
、
や
や
不
審
で
あ
る
。
あ
る
い
は
⽛
御
製
⽜
は
十
七
条
憲
法
が
聖
徳
太
子
の
作
で
あ
る
こ

と
を
言
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
後
註
の
意
か
。

注
釈
部
分
に
入
る
と
、
第
一
条
は
本
文
⽛
一
曰
、
以
和
為
貴
、
無
忤
為
宗
⽜
を
記
し
た
後
、
三
行
半
あ
ま
り
の
空
白
が
あ
り
、⽛
人
皆
有

党
、
亦
少
達
者
⽜
の
部
分
を
欠
い
て
、
つ
づ
く
⽛
是
以
或
不
順
君
父
、
或
也
乍
違
于
隣
里
⽜
か
ら
再
び
本
文
と
そ
の
注
が
始
ま
っ
て
い
る
。

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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お
そ
ら
く
原
本
の
さ
ら
に
祖
本
の
段
階
で
こ
の
部
分
が
欠
失
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
後
に
補
わ
れ
る
べ
き
も
の
が
何
ら
か
の
理
由
で
補

わ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
は
そ
う
し
た
大
き
な
欠
落
は
な
く
第
十
七
条
ま
で
本
文
と
注
が
つ
づ
き
、
末
尾

に
⽛〔
聖
〕
徳
大
子
十
七
憲
章
一
巻
并
序
註

書
主
僧
〔
聞
〕カ

員
⽜
と
記
さ
れ
て
終
わ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
⽝
憲
章
序
註
⽞
に
つ
い
て
、
最
澄
⽝
天
台
法
華
宗
付
法
縁
起
⽞
と
の
関
係
や
内
容
の
分
析
か
ら
、
お
よ
そ
の
成
立
時

期
を
推
定
し
、
序
文
に
描
き
出
さ
れ
た
聖
徳
太
子
像
の
検
討
と
あ
わ
せ
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
本
書
が
有
し
た
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

一

最
澄
⽝
天
台
法
華
宗
付
法
縁
起
⽞
と
の
関
係

現
存
す
る
影
写
本
の
原
本
が
書
写
さ
れ
た
平
安
中
期
以
前
の
い
つ
⽝
憲
章
序
註
⽞
が
成
立
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
弘
仁
四
年
（
八
一

三
）
頃
に
一
応
の
成
立
を
見
た
と
さ
れ
る
（
⚘
）最
澄
撰
⽝
天
台
法
華
宗
付
法
縁
起
⽞（
逸
書
、
以
下
⽝
付
法
縁
起
⽞）
に
は
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
序

の
部
分
が
引
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、
訓
海
⽝
太
子
伝
玉
林
抄
⽞（
一
四
四
八
、
以
下
⽝
玉
林
抄
⽞）
に
、

傳
教
大
師
付
法
縁
起
引
明
一
傳
云
、
十
一
月
ト
、
又
十
二
階
次
第
ニ
ハ
徳
・
仁
・
禮
・
義
・
智
・
信
云
々
、
取
意
（
⚙
）。

と
あ
り
、⽝
日
本
書
紀
⽞
推
古
天
皇
十
一
年
条
に
は
、

十
二
月
戊
辰
朔
壬
申
、
始
行
冠
位
。
大
徳
・
小
徳
・
大
仁
・
小
仁
・
大
禮
・
小
禮
・
大
信
・
小
信
・
大
義
・
小
義
・
大
智
・
小
智
、

并
十
二
階
。

と
あ
っ
て
、
官
位
十
二
階
制
定
の
月
を
十
二
月
、
十
二
階
の
次
第
を
大
小
の
徳
・
仁
・
礼
・
信
・
義
・
智
と
す
る
の
に
合
わ
ず
、
他
に
も
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同
様
の
月
次
・
次
第
を
記
す
資
料
が
見
え
な
い
な
か
で
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
序
に
の
み
、

即
位
十
一
年
癸
亥
冬
十
一
月
、
始
製
十
二
階
之
冠
位
也
。
是
国
家
賜
冠
位
之
始
也
。
所
謂
大
徳
・
小
徳
・
大
仁
・
小
仁
・
大
禮
・
小
禮
・

大
義
・
小
義
・
大
智
・
小
智
・
大
信
・
小
信
也

と
、⽝
玉
林
抄
⽞
に
見
え
る
⽝
付
法
縁
起
⽞
の
取
意
文
に
一
致
す
る
制
定
月
次
お
よ
び
十
二
階
の
次
第
を
有
す
る
こ
と
か
ら
そ
う
推
定
さ
れ

て
き
た
（
10
）。

た
だ
し
、⽝
玉
林
抄
⽞
は
こ
れ
を
⽛
傳
教
大
師
付
法
縁
起
引
明
一
傳
⽜
と
し
て
引
く
。
こ
こ
に
い
う
⽛
明
一
伝
⽜
と
は
、
東
大
寺
僧
明
一

（
七
二
八
～
七
九
八
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
太
子
伝
の
こ
と
で
、
後
世
散
逸
し
た
が
多
数
の
太
子
伝
関
連
書
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
佚
文
の

多
く
が
⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
の
①
太
子
伝
の
部
分
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
①
こ
そ
が
⽛
明
一
伝
⽜
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
11
）。

正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
の
法
空
⽝
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
⽞
上
一
⽛
有
名
有
氏
伝
（
12
）⽜
に
、

聖
徳
太
子
傳
。

大
和
州
諾
良
都
東
大
寺
法
相
宗
沙
門
釋
明
一
撰
。

此
傳
者
、
法
花
付
法
縁
起
中
、
讃
太
子
段
ニ
ハ
不
レ
略
二
一
字
一
、
被
レ
載
二
此
傳
一
。

と
あ
り
、⽝
付
法
縁
起
⽞
に
は
⽛
明
一
伝
⽜
が
全
文
引
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、⽝
玉
林
抄
⽞
が
⽝
付
法
縁
起
⽞
か
ら
⽝
憲
章

序
註
⽞
の
序
文
を
引
く
際
に
、
こ
れ
を
⽛
明
一
伝
⽜
と
し
て
引
い
た
の
は
、⽝
憲
章
序
註
⽞
が
⽛
明
一
伝
⽜
と
見
分
け
が
た
い
か
た
ち
で
⽝
付

法
縁
起
⽞
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
か
と
考
え
ら
れ
る
（
13
）。

な
お
、⽝
玉
林
抄
⽞
推
古
十
二
年
条
の
十
七
条
憲
法
の
く
だ
り
に
は
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
注
釈
部
分
も
⽛
明
一
伝
⽜
と
し
て
多
数
引
用
さ

れ
て
い
る
。
も
し
も
こ
れ
ら
が
⽝
付
法
縁
起
⽞
に
引
か
れ
た
も
の
の
孫
引
き
で
は
な
く
、⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
と
同
じ
か
も
し
く
は
そ
れ

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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に
近
い
形
で
⽛
明
一
伝
⽜
と
⽝
憲
章
序
註
⽞
を
併
収
し
、
独
立
し
て
行
わ
れ
て
い
た
一
本
か
ら
引
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
序

の
み
を
⽛
付
法
縁
起
引
明
一
傳
⽜
と
し
て
引
く
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、⽝
憲
章
序
註
⽞
も
⽛
明
一
伝
⽜
同
様
、
注
釈
ま
で
含

め
た
全
文
が
⽝
付
法
縁
起
⽞
に
引
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
（
14
）（【
補
考
】
参
照
）。

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
⽝
付
法
縁
起
⽞
が
⽝
憲
章
序
註
⽞
を
載
せ
て
い
た
の
か
は
不
明
と
言
う
ほ
か
な
い
が
、⽝
付
法
縁
起
⽞

は
草
稿
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
15
）、
た
と
え
ば
、⽛
明
一
伝
⽜
の
十
七
条
憲
法
条
の
前
後
に
参
考
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
た

も
の
が
、
伝
写
の
際
に
混
同
さ
れ
た
よ
う
な
事
態
も
想
定
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、⽝
付
法
縁
起
⽞
に
は
⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
の
②
に
該
当
す
る
文
も
引
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
佚
文
か
ら
知
ら
れ
（
古
江
注

（
⚘
）
前
掲
論
）、
さ
ら
に
最
澄
の
弟
子
の
光
定
⽝
伝
述
一
心
戒
文
⽞（
承
和
二
年
（
八
三
五
）
も
し
く
は
三
年
の
成
立
（
16
））
に
は
、
①
が
⽛
上

宮
厩
戸
豊
聡
耳
皇
太
子
伝
⽜
と
し
て
、
②
が
⽛
大
唐
国
衡
州
衡
山
道
場
釈
思
禅
師
七
代
記
⽜
と
し
て
、
そ
し
て
③
が
⽛
大
唐
楊
州
龍
興
寺

和
上
鑑
真
名
記
伝
⽜
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、⽝
付
法
縁
起
⽞
に
は
少
な
く
と
も
⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
の
①
②
③
の
部
分
が
引

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
⽝
憲
章
序
註
⽞
を
加
え
、
現
存
の
影
写
本
に
近
い
か
た
ち
で
の
配
列
が
、
す
で
に
⽝
付
法

縁
起
⽞
の
紙
上
に
見
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
①
⽛
明
一
伝
⽜
に
つ
づ
け
て
一
連
の
資
料
が
引
か
れ
て
い
た
の

を
、
訓
海
が
⽝
憲
章
序
註
⽞
ま
で
を
含
め
て
す
べ
て
⽛
明
一
伝
⽜
か
ら
の
引
用
と
見
誤
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、⽝
付
法
縁
起
⽞
に
⽝
憲
章
序
註
⽞
が
引
か
れ
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
立
は
⽝
付
法
縁
起
⽞
が
一
応
の
体
裁
を

成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
頃
よ
り
も
以
前
の
こ
と
と
な
る
。
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
⽝
日
本
書
紀
⽞
の
成
立
か
ら

一
世
紀
を
降
ら
な
い
期
間
に
、
資
料
的
状
況
か
ら
は
絞
り
こ
ま
れ
る
。

次
節
で
は
、⽝
憲
法
序
註
⽞
自
体
の
内
容
面
を
分
析
し
つ
つ
、
さ
ら
に
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
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二

注
釈
・
序
文
を
め
ぐ
っ
て

⽝
憲
章
序
註
⽞
の
注
釈
部
分
に
つ
い
て
見
た
場
合
、
そ
の
成
立
と
関
わ
っ
て
ま
ず
注
意
を
惹
く
の
は
、
第
二
条
（⽛
篤
敬
三
宝
～
⽜）
に
付

さ
れ
た
注
で
あ
る
。
第
二
条
は
十
七
条
憲
法
の
中
で
唯
一
仏
法
に
関
す
る
も
の
で
、⽝
憲
章
序
註
⽞
が
仏
法
に
言
及
し
た
注
釈
も
こ
の
条
に

集
中
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
⽛
三
宝
者
仏
法
僧
也
⽜
の
句
に
付
さ
れ
た
注
は
、
全
注
釈
中
最
も
長
文
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の

部
分
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
な
お
、
注
釈
の
文
章
は
漢
文
と
し
て
は
破
格
が
多
く
、
誤
字
・
脱
字
・
衍
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
っ
て
難
解

な
た
め
、
長
く
な
る
が
訓
読
を
付
し
て
稿
者
の
理
解
を
示
し
て
お
く
。

一
生
之
寶
小
寶
也
。
三
尊
之
寶
大
寶
也
。
是
故
犯
佛
寶
者
、
三
大
阿
僧
祇
劫
堕
大
極
獄
、
終
无
出
期
。
假
令
大
八
三
千
世
界
為
之
微

塵
、
其
數
難
量
也
。
彼
三
大
劫
之
暦
数
甚
過
此
也
。
復
次
犯
法
寶
者
、
三
中
阿
僧
祇
劫
得
中
極
苦
也
。
復
次
犯
僧
寶
者
、
三
小
阿
僧

祇
劫
堕
小
極
獄
也
。
小
極
獄
者
、
雖
小
極
獄
受
苦
无
量
、
酷
同
大
中
也
。
是
只
有
犯
三
内
一
可
辨
。
若
盡
犯
三
之
者
、
更
非
所
説
。

又
三
寶
雖
一
躰
、
而
有
上
中
下
也
。
雖
有
上
下
、
而
佛
與
法
不
離
僧
、
々
與
法
不
離
佛
也
。
譬
如
商
人
異
歌
同
志
而
其
事
成
也
。
是

故
礼
佛
一
不
亦
不
受
法
僧
皆
受
。
礼
僧
亦
不
受
佛
法
皆
受
之
。
礼
法
亦
不
受
佛
僧
皆
受
之
。
是
故
礼
拝
□
□
三
。
二
者
不
足
礼
拝
。

及
得
不
至
誠
之
罪
也
。
正
天
子
已
下
達
於
庶
人
再
拝
之
。
為
以
者
何
。
人
□
□
□
天
地
所
行
、亦
法
於
天
地
也
。
所
以
天
子
再
拝
者
、

徳
合
天
地
、
明
齊
日
月
也
。
所
庶
人
再
拝
者
父
母
之
也
。
父
母
亦
於
子
配
天
地
也
。
人
子
我
祖
、
我
子
人
祖
也
。
故
□
父
母
□
□
非

者
得
不
孝
之
罪
也
。
但
子
更
不
擧
也
。
師
弟
子
、
兄
弟
之
義
亦
復
如
是
。
師
故
必
非
賢
、
亦
非
尊
。
弟
子
故
終
非
遇
、
亦
非
卑
。
兄

故
非
貴
、
亦
非
強
。
弟
故
非
賤
、
亦
非
弱
。
不
畏
後
生
者
所
謂
無
愧
而
已
。
亦
神
祇
四
拝
也
。
所
以
神
四
拝
、
象
四
方
之
義
也
。
礼
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曰
、
再
拝
也
、
尊
神
靈
等
亦
再
拜
之
。
或
人
、
霊
四
拝
者
得
失
各
殊
。
所
取
万
宇
故
不
繁
多
述
。
孔
子
曰
、
事
死
如
事
生
也
。
故
再

拜
□
。
但
鬼
神
者
雖
天
地
之
樞
、
不
具
其
徳
故
一
拝
之
。
然
父
母
之
霊
亦
鬼
之
。
然
而
其
數
非
然
。
亦
於
三
寶
應
覺
三
聚
浄
戒
也
。

三
寶
者
、
歸
佛
故
諸
悪
皆
断
、
諸
善
随
喜
。
所
以
滅
无
量
罪
、
得
无
量
福
。
歸
依
法
故
諸
捨
懈
怠
、
諸
習
勇
猛
。
所
以
永
離
邪
心
、

成
就
慧
眼
。
歸
依
僧
故
他
以
身
心
為
己
身
心
、
己
以
財
智
為
他
財
智
。
所
以
恒
求
勝
法
、
常
逢
善
友
也
。
非
値
遇
諸
佛
之
難
、
不
相

應
善
友
之
易
也
。
佛
道
遠
曠
、
任
入
多
區
。
略
發
一
隅
、
以
示
後
生
也
。
三
聚
浄
戒
者
、
攝
律
儀
戒
・
攝
善
法
戒
・
饒
益
有
情
戒
也
。

三
者
三
々
也
。
過
去
三
世
・
現
在
三
世
・
未
来
三
世
也
。
聚
者
會
、
々
者
覺
也
。
浄
静
也
。
戒
道
也
。
□
於
三
界
観
也
。
三
世
苦
樂

真
道
能
明
観
了
、
自
覺
々
他
、
倶
乗
静
道
。
是
名
三
聚
浄
戒
者
也
（
17
）。

（
訓
み
下
し
）

一
生
の
寶
は
小
寶
な
り
。
三
尊
の
寶
は
大
寶
な
り
。
是
の
故
に
佛
寶
を
犯
す
者
は
、
三
大
阿
僧
祇
劫
に
大
極
獄
に
堕
ち
、
終
に
出
期

无
し
。
仮
令

た
と
へ

ば
大
八衍

カ

三
千
世
界
、
之
れ
を
微
塵
と
為
す
に
、
其
の
數
量
り
難
し
。
彼
の
三
大
劫
の
暦
数
甚
だ
此
に
過
ぎ
た
り
。
復
た

次
に
法
寶
を
犯
す
者
は
、
三
中
阿
僧
祇
劫
に
中
極
苦
を
得
る
な
り
。
復
た
次
に
僧
寶
を
犯
す
者
は
、
三
小
阿
僧
祇
劫
に
小
極
獄
に
堕

つ
る
な
り
。
小
極
獄
は
、
小
極
獄
な
り
と
雖
も
受
苦
无
量
に
し
て
、
酷か

ら

き
こ
と
大
中
に
同
じ
。
是
れ
只
三
の
内
の
一
を
犯
す
こ
と
有

る
の
み
と
弁わ

き
ま

ふ
べ
し
。
若
し
盡

こ
と
ご
と

く
三
を
犯
す
者
は
、更
に
説
く
所
に
非
ず
。
又
、三
寶
は
一
躰
な
り
と
雖
も
、而
も
上
中
下
有
り
。

上
下
有
り
と
雖
も
、
而
も
佛
と
法
と
は
僧
を
離
れ
ず
、
僧
と
法
と
は
佛
を
離
れ
ず
。
譬
へ
ば
商
人
歌
を
異
に
し
志
を
同
じ
く
し
て
其

の
事
成
る
が
如
し
。
是
の
故
に
、
佛
を
礼
せ
ば
一
不

二
字
衍
カ

亦
受
け
ず
と
も
法
僧
皆
受
く
。
僧
を
礼
せ
ば
亦
受
け
ず
と
も
佛
法
皆
之
れ
を
受

く
。
法
を
礼
せ
ば
亦
受
け
ず
と
も
佛
僧
皆
之
れ
を
受
く
。
是
の
故
に
礼
拝
□
□
三
た
び
。
二
た
び
は
礼
拝
に
足
ら
ず
。
不
至
誠
の
罪

を
得
る
に
及
ぶ
な
り
。
正
し
く
天
子
已
下
庶
人
に
達い

た

る
ま
で
再
拝
す
。
為
す
以

⽛
所
以
⽜
カ

は
何
ぞ
。
人
□
□
□
天
地
の
行
ふ
所
、
亦
天
地
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に
法
る
な
り
。
天
子
の
再
拝
す
る
所
以
は
、
徳
を
天
地
に
合
は
せ
、
明
を
日
月
に
齊ひ

と

し
く
す
る
な
り
。
庶
人
の
再
拝
す
る
所

⽛
所
以
⽜
カ

は
之

れ
を
父
母
と
す
る
な
り
。
父
母
亦
子
に
配
せ
ば
天
地
な
り
。
人
の
子
は
我
が
祖
、
我
が
子
は
人
の
祖
な
り
。
故
に
□
父
母
□
□
非
ざ

れ
ば
不
孝
の
罪
を
得
る
な
り
。
但
し
、
子
は
更
に
擧
げ
て
せ
ざ
る
な
り
。
師
と
弟
子
、
兄
と
弟
の
義
も
亦
復
た
是
の
如
し
。
師
な
る

が
故
に
必
ず
し
も
賢
き
に
非
ず
、
亦
尊
き
に
非
ず
。
弟
子
な
る
が
故
に
終
に
遇

⽛
愚
⽜
カ

か
な
る
に
非
ず
、
亦
卑
し
き
に
非
ず
。
兄
な
る
が

故
に
貴
き
に
非
ず
、
亦
強
き
に
非
ず
。
弟
な
る
が
故
に
賤
し
き
に
非
ず
、
亦
弱
き
に
非
ず
。
後
生
を
畏
れ
ざ
る
者
は
所
謂
無
愧
な
る

の
み
。
亦
、
神
祇
は
四
拝
す
。
神
は
四
拝
す
る
所
以
は
、
四
方
の
義
を
象
る
な
り
。
礼
に
曰
く
、
再
拝
す
る
や
、
神
靈
等
を
尊
び
て

亦
之
れ
を
再
拜
す
。
或
人
、霊
を
四
拝
す
る
は
得
失
各
殊
な
れ
り
。
取
る
所
万
宇
な
る
が
故
に
繁
多
に
述
べ
ざ
る
な
り
。
孔
子
曰
く
、

死
に
事つ

か

ふ
る
こ
と
生
に
事
ふ
る
が
如
し
。
故
に
□
を
再
拜
す
。
但
し
、
鬼
神
は
天
地
の
樞
な
り
と
雖
も
其
の
徳
を
具
へ
ざ
る
が
故
に

之
れ
を
一
拝
す
。
然
る
に
父
母
の
霊
も
亦
鬼
な
り
。
然
れ
ど
も
其
の
數
は
然
に
非
ず
。
亦
、
三
寶
に
於
い
て
應
に
三
聚
浄
戒
を
覺
る

べ
し
。
三
寶
は
、
佛
に
歸
す
る
が
故
に
諸
悪
皆
断
ち
、
諸
善
随
喜
す
。
无
量
の
罪
を
滅
し
、
无
量
の
福
を
得
る
所
以
な
り
。
法
に
歸

依
す
る
が
故
に
諸
の
懈
怠
を
捨
て
、
諸
の
勇
猛
を
習
ふ
。
永
く
邪
心
を
離
れ
、
慧
眼
を
成
就
す
る
所
以
な
り
。
僧
に
歸
依
す
る
が
故

に
他
の
身
心
を
以
て
己
が
身
心
と
為
し
、
己
が
財
智
を
以
て
他
の
財
智
と
為
す
。
恒
に
勝
法
を
求
め
、
常
に
善
友
に
逢
ふ
所
以
な
り
。

諸
佛
に
値
遇
す
る
こ
と
難
き
に
非
ず
、
善
友
に
相
應
す
る
こ
と
易
か
ら
ざ
る
な
り
。
佛
道
は
遠
曠
に
し
て
、
入
る
に
任
せ
て
區
多
し
。

略
し
て
一
隅
を
發あ

ら
は

し
、
以
て
後
生
を
示
す
な
り
。
三
聚
浄
戒
と
は
、
攝
律
儀
戒
・
攝
善
法
戒
・
饒
益
有
情
戒
な
り
。
三
は
三
々
な
り
。

過
去
三
世
・
現
在
三
世
・
未
来
三
世
な
り
。
聚
は
會
、
會
は
覺
な
り
。
浄
は
静
な
り
。
戒
は
道
な
り
。
□
三
界
に
観
る
な
り
。
三
世

の
苦
樂
の
真
道
を
能
く
明
ら
か
に
観
了お

は

り
て
、
自
ら
覺
り
他
を
覺
ら
し
め
、
倶
に
静
道
に
乗
る
。
是
を
名
づ
け
て
三
聚
浄
戒
と
い
へ

り
。
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は
じ
め
に
仏
法
僧
の
三
宝
を
犯
す
罪
に
対
す
る
悪
報
を
強
調
し
た
後
、
三
宝
の
一
体
性
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
仏
法
僧
の
い
ず
れ
か

一
つ
を
礼
す
場
合
に
も
三
拝
す
る
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
つ
づ
く
⽛
正
天
子
已
下
達
於
庶
人
再
拝
之
⽜
以
下
の
部
分
で
は
、
こ
の
三
拝
と

い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
天
子
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
再
拜
を
常
と
す
る
こ
と
の
意
義
、
神
祇
に
は
四
拝
す
る
こ
と
（
18
）の
理
由
な
ど
を
説
明

し
た
、
逸
脱
と
も
と
れ
る
よ
う
な
議
論
が
長
々
と
続
き
、
最
後
に
⽛
亦
於
三
寶
応
覺
三
聚
浄
戒
也
⽜
以
下
、
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
善
報
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
三
聚
浄
戒
を
覚
る
べ
き
こ
と
が
熱
心
に
述
べ
ら
れ
る
。

三
聚
浄
戒
と
は
、
大
乗
の
修
行
者
で
あ
る
菩
薩
が
守
る
べ
き
種
々
の
戒
を
、
断
悪
の
た
め
の
戒
（
こ
こ
に
い
う
摂
律
儀
戒
）・
修
善
の
た

め
の
戒
（
摂
善
法
戒
）・
利
他
行
の
た
め
の
戒
（
饒
益
有
情
戒
）
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
た
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
種
の
戒
は

あ
わ
せ
て
大
乗
戒
、
菩
薩
戒
と
も
呼
ば
れ
る
。
菩
薩
は
在
家
・
出
家
の
別
に
関
わ
り
な
く
、
仏
法
を
信
仰
し
慈
悲
に
よ
る
利
他
行
を
実
践

す
る
存
在
の
謂
い
で
あ
り
、
在
家
で
あ
っ
て
も
三
聚
浄
戒
を
受
戒
し
た
者
は
菩
薩
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
小
乗
の
戒
は
七
衆
戒
と
も
呼
ば
れ
、
七
衆
（
比
丘
・
比
丘
尼
・
式
叉
摩
那
・
沙
弥
・
沙
弥
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
）
ご

と
に
受
け
る
べ
き
戒
が
異
な
る
。
そ
の
う
ち
、
得
度
出
家
し
、
僧
尼
令
に
規
定
さ
れ
た
僧
尼
す
な
わ
ち
比
丘
・
比
丘
尼
を
名
乗
る
た
め
に

必
要
と
さ
れ
た
戒
は
、
中
国
・
日
本
で
は
主
に
⽝
四
分
律
⽞
に
規
定
さ
れ
た
比
丘
二
五
〇
戒
・
比
丘
尼
三
四
八
戒
の
具
足
戒
が
用
い
ら
れ
、

比
丘
戒
（
比
丘
尼
戒
）・
声
聞
戒
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
十
二
月
に
渡
来
し
翌
年
二
月
に
入
朝
し
た
鑑
真
の
伝
え

た
南
山
律
宗
も
無
論
こ
の
⽝
四
分
律
⽞
を
所
依
と
し
、
そ
の
渡
来
以
降
日
本
で
も
正
式
な
具
足
戒
の
授
受
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

具
足
戒
の
授
受
に
は
三
師
七
証
と
呼
ば
れ
る
正
式
に
戒
律
を
学
ん
だ
十
名
の
僧
侶
の
立
ち
会
い
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
鑑
真
と
そ

の
率
い
る
僧
団
が
渡
来
す
る
以
前
の
日
本
で
は
行
い
得
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
鑑
真
渡
来
以
前
の
日
本
で
ど
の
よ
う
な
受
戒
法

が
行
わ
れ
て
い
た
か
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
一
般
に
は
⽝
瑜
伽
師
地
論
⽞
系
の
三
聚
浄
戒
の
授
受
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
19
）。
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玄
奘
訳
⽝
瑜
伽
師
地
論
⽞
で
は
、
三
聚
浄
戒
の
そ
れ
ぞ
れ
に
律
儀
戒
・
摂
善
法
戒
・
饒
益
有
情
戒
の
訳
語
が
当
て
ら
れ
、
そ
の
う
ち
律
儀

戒
に
つ
い
て
は
、
巻
第
四
十
・
初
持
瑜
伽
処
戒
品
第
十
之
一
に
、⽛
律
儀
戒
者
、
謂
諸
菩
薩
所
受
七
衆
別
解
脱
律
儀
。
即
是
芯
芻
戒
・
芯
芻

尼
戒
（
20
）⽜
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
小
乗
の
七
衆
戒
に
あ
た
り
、
比
丘
（
芯
芻
）・
比
丘
尼
（
芯
芻
尼
）
の
場
合
は
具
足
戒
を
三
聚
浄
戒
の
う
ち
に

含
む
も
の
と
な
る
。
そ
の
授
受
を
以
て
正
式
な
具
足
戒
の
授
受
に
代
え
、
比
丘
・
比
丘
尼
を
称
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
大
乗
の
三
聚
浄
戒
に
は
、
こ
の
⽝
瑜
伽
師
地
論
⽞
系
の
も
の
と
は
別
に
、⽝
梵
網
経
⽞
に
よ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
⽝
梵

網
経
⽞下
巻（⽝
菩
薩
戒
経
⽞と
も
称
さ
れ
る
）に
説
く
十
重
戒
と
付
随
す
る
四
十
八
軽
戒
を
摂
律
儀
戒
に
あ
て
る
も
の
で
あ
り
、し
た
が
っ

て
⽝
梵
網
経
⽞
系
の
三
聚
浄
戒
に
は
小
乗
の
具
足
戒
は
含
ま
れ
な
い
。
な
お
、⽝
梵
網
経
⽞
自
体
に
は
三
聚
浄
戒
の
説
明
は
な
い
が
、⽝
菩

薩
瓔
珞
本
業
経
⽞
因
果
品
第
六
に
摂
律
儀
戒
と
し
て
十
波
羅
夷
を
挙
げ
、
そ
の
内
容
が
⽝
梵
網
経
⽞
の
十
重
戒
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
こ

う
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
る
。

⽝
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
⽞
の
三
聚
浄
戒
（⽝
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
⽞
で
は
⽛
三
受
門
⽜
と
呼
ば
れ
る
）
に
は
、
摂
律
儀
戒
・
摂
善
法
戒
・
摂
衆

生
戒
の
訳
語
が
用
い
ら
れ
る
。⽝
憲
章
序
註
⽞
が
三
聚
浄
戒
の
第
三
を
⽛
饒
益
有
情
戒
⽜
と
す
る
の
は
明
ら
か
に
⽝
瑜
伽
師
地
論
⽞
系
の
用

法
だ
が
、
一
方
で
第
一
を
⽛
摂ㅟ

律
儀
戒
⽜
と
し
て
い
る
の
は
、⽝
梵
網
経
⽞
系
の
三
聚
浄
戒
思
想
も
影
響
し
て
い
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、⽛
摂
律
儀
戒
⽜
の
語
は
夙
に
⽝
法
華
経
義
疏
⽞
や
⽝
勝
鬘
経
義
疏
⽞
に
も
見
え
て
お
り
、
ま
た
、
思
託
⽝
延
暦
僧
録
⽞（
七
八

八
か
）
普
照
伝
に
、
来
日
し
た
鑑
真
ら
と
在
来
の
僧
と
の
間
で
受
戒
方
法
を
め
ぐ
っ
て
論
争
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
、

在
来
僧
ら
が
自
誓
受
戒
の
根
拠
と
し
た
と
い
う
⽝
占
察
善
悪
業
報
経
⽞
で
も
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
証
と
す
る
に

足
り
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
⽝
憲
章
序
註
⽞
の
、
冗
長
と
も
見
え
た
再
拝
に
関
す
る
注
釈
が
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
庶
人

の
再
拝
に
つ
い
て
、⽛
人
子
我
祖
、
我
子
人
祖
⽜
で
あ
る
故
に
、
誰
に
対
し
て
も
自
分
の
父
母
に
す
る
よ
う
に
再
拝
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ

⽝
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て
い
た
が
、
こ
こ
に
は
⽝
梵
網
経
⽞
四
十
八
軽
戒
の
第
二
十
に
、⽛
若
佛
子
、
以
慈
心
故
行
放
生
業
、
一
切
男
子
是
我
父
、
一
切
女
人
是
我

母
。
我
生
生
無
不
從
之
受
生
、
故
六
道
衆
生
皆
是
我
父
母
、
而
殺
而
食
者
即
殺
我
父
母
亦
殺
我
故
身
（
21
）⽜
と
あ
る
思
想
の
反
映
が
認
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
（
22
）。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
注
釈
が
書
か
れ
た
時
点
で
の
梵
網
戒
思
想
の
普
及
を
物
語
る
も
の
と
な
る
。

⽝
梵
網
経
⽞
下
巻
（⽝
菩
薩
戒
経
⽞）
の
研
究
は
、
天
台
智
顗
（
五
三
八
～
五
九
七
）
の
⽝
天
台
菩
薩
戒
義
疏
⽞
に
始
ま
り
、
中
国
天
台
宗

で
は
⽝
梵
網
経
⽞
に
よ
る
大
乗
戒
が
重
視
さ
れ
た
。
華
厳
宗
第
三
祖
法
蔵
（
六
四
三
～
七
一
二
）
に
も
⽝
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
⽞
が
あ
り
、

ま
た
新
羅
華
厳
宗
に
お
い
て
は
、
多
数
の
⽝
梵
網
経
⽞
注
釈
を
著
し
た
元
暁
（
六
一
七
～
六
八
六
）
の
⽝
菩
薩
戒
本
持
犯
要
記
⽞⽝
梵
網
経

菩
薩
戒
私
記
⽞
が
現
存
す
る
の
を
は
じ
め
、
多
く
の
新
羅
僧
に
よ
る
注
釈
が
著
さ
れ
た
。
奈
良
朝
に
お
け
る
写
経
の
跡
を
辿
る
と
、
天
平

十
年
（
七
三
八
）
の
⽝
梵
網
経
疏
⽞
二
巻
（
新
羅
・
義
寂
⽝
梵
網
経
疏
⽞）
が
最
も
早
い
（⽝
大
日
本
古
文
書
⽞
二
四
─
六
五
）。
同
書
の
名

は
天
平
十
二
年
に
も
見
え（
同
七
─
四
八
九
）、天
平
十
五
年
以
降
に
は
盛
ん
に
書
写
さ
れ
た
跡
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
他
で
は
、元
暁⽝
菩

薩
戒
本
持
犯
要
記
⽞（
同
三
─
八
七
）
が
天
平
二
十
年
に
初
出
し
、
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
に
は
、
新
羅
・
大
賢
⽝
梵
網
経
古
迹
記
⽞

お
よ
び
著
者
不
明
の
⽝
梵
網
経
記
⽞（
以
上
、
同
二
四
─
五
一
六
）、
元
暁
⽝
私
記
⽞
一
巻
（⽝
梵
網
経
菩
薩
戒
私
記
⽞）
お
よ
び
⽝
疏
⽞
二

巻
（⽝
梵
網
経
疏
⽞、
逸
失
）、
さ
ら
に
新
羅
・
勝
荘
の
⽝
疏
⽞
二
巻
（⽝
梵
網
経
菩
薩
戒
本
述
記
⽞
か
）
の
名
も
見
え
る
（
以
上
、
同
一
二

─
五
〇
（
23
））。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
天
平
年
間
後
半
以
降
、
新
羅
学
僧
の
著
作
を
主
体
に
、
梵
網
戒
の
研
究
が
日
本
で
も
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
様

子
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
に
来
日
し
た
道
璿
は
、
最
澄
⽝
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
⽞
道
璿
伝
に
引
く
吉
備
真
備
⽛
道
璿
和
上
伝
纂
⽜

に
、⽛
和
上
毎
誦
梵
網
之
文
。
其
謹
誦
之
聲
、
零
零
可
聽
、
如
玉
如
金
、
發
人
善
心
。
吟
味
幽
味
、
律
藏
細
密
、
禪
法
玄
深
。
遂
集
註
菩
薩

戒
經
三
卷
（
24
）⽜
と
あ
り
、
常
日
頃
⽝
梵
網
経
⽞
を
読
誦
し
、⽝
註
菩
薩
戒
経
⽞
三
巻
を
著
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
25
）。
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石
田
注
（
19
）
前
掲
論
は
、
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
四
月
の
道
璿
の
律
師
任
命
前
後
よ
り
⽝
梵
網
経
⽞
が
重
視
さ
れ
始
め
、
こ
の

こ
ろ
か
ら
⽝
梵
網
経
⽞
を
正
月
に
説
く
行
事
が
始
め
ら
れ
た
と
推
測
し
、
ま
た
、
平
安
後
期
の
⽝
東
大
寺
要
録
⽞
に
、
天
平
勝
宝
六
年
（
七

五
四
）、
聖
武
上
皇
の
母
藤
原
宮
子
の
追
善
の
た
め
に
⽝
梵
網
経
⽞
が
講
ぜ
ら
れ
、
梵
網
会
が
起
こ
っ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

た
だ
し
、
広
く
梵
網
戒
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
南
山
律
と
と
も
に
天
台
の
教
学
を
伝
え
た
鑑
真
の
渡
来
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ

う
と
す
る
が
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
近
年
、
伊
吹
敦
氏
に
よ
る
反
論
（
26
）が
あ
る
。
伊
吹
氏
は
、
初
期
の
中
国
禅
宗
、
と
く
に
道
璿
の
学
ん

だ
北
宗
禅
に
お
い
て
、
大
乗
戒
と
し
て
梵
網
戒
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
や
、⽝
延
暦
僧
録
⽞
石
川
恒
守
伝
に
、
恒
守
が
道
璿
の
⽛
菩
薩
戒
弟
子
⽜

と
記
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
道
璿
も
梵
網
戒
を
重
ん
じ
伝
授
を
行
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
、
ま
た
、
北
宗
禅
や
道
璿
に
お
い
て
、
在

家
の
人
々
が
重
要
な
布
教
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
⽝
憲
章
序
註
⽞
に
立
ち
戻
る
と
、⽛
三
宝
者
仏
法
僧
也
⽜
の
注
釈
が
菩
薩
戒
で
あ
る
三
聚
浄
戒
を
強
調
す
る
の
は
、
こ
の
注
釈
者

が
出
家
の
僧
で
は
な
く
、
在
家
の
仏
法
信
仰
者
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。⽛
三
聚
浄
戒
者
、
攝
律
儀
戒
・
攝
善
法
戒
・
饒
益
有
情
戒

也
⽜
に
つ
づ
く
三
聚
浄
戒
に
関
す
る
説
明
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戒
、
と
く
に
摂
律
儀
戒
に
具
足
戒
を
あ
て
る
か
梵
網
戒
を
あ
て
る
か
と
い
っ

た
具
体
的
な
内
容
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、⽛
三
⽜⽛
聚
⽜⽛
浄
⽜⽛
戒
⽜
各
語
の
附
会
と
も
い
う
べ
き
釈
か
ら
の
説
明
に
終
始
し
て
い
る

点
な
ど
も
、
業
と
し
て
経
論
や
律
を
学
ん
だ
者
の
手
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
三
宝
を
主
題
と
す
る
第
二
条
以
外
に
は
仏
教
的
な
注
釈

が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
も
、
注
釈
者
が
仏
教
を
専
業
と
す
る
者
で
は
な
い
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
層
に
ま
で
⽝
梵
網
経
⽞
の
戒

思
想
が
浸
透
す
る
時
期
と
し
て
は
、
上
述
の
証
左
を
か
れ
こ
れ
考
え
あ
わ
せ
る
に
、
早
く
と
も
天
平
年
間
後
半
以
降
の
こ
と
と
み
る
の
が

良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
反
対
に
、⽝
憲
章
序
註
⽞
成
立
の
下
限
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
第
十
二
条
（⽛
国
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司
・
国
造
、
勿
斂
百
姓
～
⽜）
の
⽛
国
造
⽜
に
関
す
る
次
の
注
が
興
味
深
い
。

国
造
者
、
少
領
已
上
、
重
第
之
氏
為
首
人
也
。
是
亦
朝
任
也
。
然
主
政
以
下
非
国
造
之
例
也
。

こ
れ
は
、
選
叙
令
郡
司
条
に
、

凡
郡
司
、
取
性
識
清
廉
、
堪
時
務
者
、
為
大
領
・
少
領
。
強
幹
聡
敏
、
工
書
計
者
、
為
主
政
・
主
帳
。
其
大
領
外
従
八
位
上
、
少
領

外
従
八
位
下
敘
之
〈
其
大
領
・
少
領
、
才
用
同
者
、
先
取
国
造
（
27
）〉。

と
あ
る
規
定
と
対
応
し
、
律
令
制
下
に
お
い
て
、
各
国
の
国
造
氏
と
し
て
認
定
さ
れ
た
氏
か
ら
、
郡
領
（
大
領
・
少
領
。
三
等
官
の
主
政

以
下
は
対
象
外
）
へ
の
優
先
的
任
用
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
正
し
く
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
譜
第
に
よ
る
郡
領
の
任
用
は
、
延
暦
十
七

年
（
七
九
八
）
六
月
四
日
の
太
政
官
符
（⽝
類
聚
三
代
格
⽞
巻
四
）
に
⽛
右
撿
去
三
月
十
六
日

勅
書
偁
、
郡
領
譜
第
旣
從
停
廃
（
28
）⽜
と
あ
る

と
お
り
、
同
年
三
月
の
時
点
で
廃
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
郡
領
の
任
用
に
お
け
る
譜
第
は
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
に
復
活
す

る
が
、
そ
れ
以
降
も
国
造
氏
出
身
者
の
郡
領
へ
の
優
先
任
用
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
（
29
）。
こ
の
こ

と
か
ら
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
注
釈
が
書
か
れ
た
時
期
も
、
八
世
紀
末
を
降
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
点
と
関
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
記
述
が
、
序
文
中
、
十
七
条
憲
法
に
つ
い
て
述
べ
た
く
だ
り
に
存
在
す
る
。
序
文
の
全
体

は
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
問
題
と
な
る
箇
所
だ
け
を
掲
出
す
る
。

即
位
十
二
年
甲
子
夏
四
月
、
太
子
親
制
憲
法
十
七
條
。
従
是
逮
今
、
朝
堂
識
也
君
臣
之
禮
忠
、
華
夷
觀
也
聖
凡
之
賢
遇
也
。
是
国
家

之
法
令
之
元
也
、
而
代
為
基
。
次
出
聖
主
、
應
機
逐
物
。
之
十
二
章
之
律
法
、
説
之
廿
八
條
之
令
式
。

⽛
之
十
二
章
之
律
法
⽜
の
前
に
は
、
対
句
構
成
か
ら
見
て
⽛
説
之
廿
八
條
之
令
式
⽜
の
⽛
説
⽜
に
対
応
す
る
一
字
が
脱
落
し
て
い
る
と
判

断
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
推
古
天
皇
十
二
年
四
月
に
太
子
自
ら
十
七
条
憲
法
を
制
定
し
て
よ
り
、⽛
朝
堂
⽜
は
⽛
君
臣
之
禮
忠
⽜
を
知
り
、
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⽛
華
夷
⽜
は
⽛
聖
凡
之
賢
遇⼦愚

⼧カ

⽜
を
見
分
け
る
よ
う
に
な
り
、⽛
國
家
之
法
令
⽜
の
基
が
出
来
上
が
っ
た
。
そ
し
て
世
々
を
経
て
こ
れ
を
受
け

継
ぎ
展
開
さ
せ
た
も
の
が
⽛
十
二
章
之
律
法
⽜
で
あ
り
、⽛
廿
八
條
之
令
式
⽜
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
文
章
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
⽛
十
二
章
之
律ㅟ

法
⽜⽛
廿
八
條
之
令ㅟ

式
⽜
が
、
そ
れ
ぞ
れ
律
と
令
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
見
や
す
い
。
た
だ
し
、
養
老
律

が
全
十
二
篇
で
あ
る
の
に
対
し
、
養
老
令
は
都
合
三
十
篇
を
数
え
、
こ
こ
の
⽛
廿
八
條
⽜
と
は
合
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
石
上
英
一
氏
が

指
摘
し
た
よ
う
に
（
30
）、
清
原
宣
賢
（
一
四
七
五
～
一
五
五
〇
）
の
⽝
式
目
抄
⽞（⽝
貞
永
式
目
抄
⽞⽝
御
成
敗
式
目
抄
⽞
と
も
）
冒
頭
の
概
論
部

に
、

推
古
天
皇
十
二
年
ニ
、
上
宮
太
子
親
ラ
憲
法
十
七
箇
條
ヲ
作
玉
フ
。
國
家
ノ
制
法
コ
レ
ヨ
リ
シ
テ
始
ル
。
其
後
天
智
天
皇
元
年
ニ
、

令
廿
二
巻
ヲ
作
玉
フ
。
天
子
ノ
御
制
也
。
世
人
近
江
朝
廷
ノ
令
ト
云
。
近
江
國
志
賀
郡
ニ
マ
シ
マ
ス
ニ
ヨ
テ
也
。
此
令
今
ハ
ナ
シ
。

其
後
文
武
天
皇
大
寶
元
年
ニ
、
贈
大
政
大
臣
藤
原
不
比
等
勅
ヲ
奉
テ
、
諸
博
士
等
ヲ
集
六
合
令
十
一
巻
廿
八
篇
撰
ス
。
是
ヲ
ハ
古
律

古
令
ト
云
。
養
老
二
年
同
大
臣
不
比
等
勅
ヲ
奉
テ
、
更
ニ
律
十
巻
、
令
十
巻
ヲ
撰
ス
。
律
ハ
十
二
篇
也
。
令
三
十
篇
也
。
今
世
ハ
行

ハ
ル
丶
律
令
ト
云
ハ
是
也
（
31
）。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
令
の
篇
目
数
は
二
十
八
篇
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
32
）。
大
宝
律
の
篇
目
数
は
不
明
だ
が
、
養
老
律
と

同
じ
十
二
篇
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
記
述
は
大
宝
律
令
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
そ
の
年

代
の
下
限
は
、
養
老
律
令
が
正
式
に
法
典
と
し
て
施
行
さ
れ
た
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
）
と
定
め
ら
れ
る
。

如
上
の
考
察
に
よ
り
、⽝
憲
章
序
註
⽞
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
天
平
年
間
後
半
か
ら
天
平
宝
字
九
年
に
至
る
、
八
世
紀
半
ば
の
十
数
年
間
の

ど
こ
か
で
成
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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三

序
文
の
語
る
太
子
像

以
上
を
確
か
め
た
う
え
で
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
序
文
が
描
く
太
子
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
以
下
に
あ
ら
た
め
て
⽝
憲
章
序
註
⽞
序

の
全
文
を
掲
げ
る
。

式
披
聖
暦
、
眇
覿
皇
代
、
塞
石
夬
死
生
代
、
三
才
之
道
未
開
。
覔
釣
會
海
老
時
、
兩
珠
明
僅
現
也
。
斯
前
斯
後
、
神
帝
聖
后
出
世
興

国
。
其
頭
過
百
。
形
勢
各
差
、
優
劣
不
同
。
或
世
籠
竅
栖
穴
、
知
母
忘
父
。
更
代
茹
毛
飲
血
、
刻
木
結
縄
。
旦
晨
墾
田
溉
薗
、
甞
草

食
穀
。
只
時
梁
山
舟
海
、
騎
馬
即
牛
也
。
然
而
典
籍
未
發
、
禮
儀
無
識
、
君
臣
混
亂
、
父
子
法
莫
。
曁
乎
中
古
、
乃
誕
聖
人
。
稱
曰

聖
徳
太
子
也
。
禀
性
應
於
玄
黄
、
念
想
〔
秀
於
遷カ

〕
固
也
。
縦
天
之
正
聖
、
流
法
之
亞
哲
也
。
質
滞
日
域
、
管
融
唐
端
。
耳
目
絶
渡
、

通
鏡
鈴
之
信
、
爪
牙
𡙇
城
、
陣
干
戈
之
将
。
洙
泗
之
風
従
玆
轉
之
、
祇
薗
之
迹
至
今
弘
曜
。
演
也
外
典
、
定
治
乱
之
基
、
説
也
釋
教
、

示
罪
福
之
道
。
夷
寇
撥
亂
、
豊
国
安
民
。
先
以
孝
、
莅
政
以
讓
。
於
此
、
齡
廿
即
太
子
位
。
即
位
十
一
年
癸
亥
冬
十
一
月
、
始
製
十

二
階
之
冠
位
也
。
是
國
家
賜
冠
位
之
始
也
。
所
謂
、
大
徳
・
小
徳
・
大
仁
・
小
仁
・
大
礼
・
小
礼
・
大
義
・
小
義
・
大
智
・
小
智
・

大
信
・
小
信
也
。
自
之
已
降
、
辰
代
任
更
、
冠
位
改
賜
各
有
差
也
。
即
位
十
二
年
甲
子
夏
四
月
、
太
子
親
制
憲
法
十
七
條
。
従
是
逮

今
、
朝
堂
識
也
君
臣
之
禮
忠
、
華
夷
觀
也
聖
凡
之
賢
遇
也
。
是
国
家
之
法
令
之
元
也
、
而
代
為
基
。
次
出
聖
主
、
應
機
逐
物
。
之
十

二
章
之
律
法
、
説
之
廿
八
條
之
令
式
。
善
廓
八
埏
、
禎
砡
四
民
也
。
當
今
不
能
十
七
之
憲
令
、
寸

⽛
翰
⽜
カ

之
禾
荘
葩
、
尺
紙
之
庭
蒔
璧
、

若
為
可
得
億
代
之
聖
、
格
鏡
而
窺
也
万
邦
、
珠
而
照
也
六
合
、
不
任
區
心
。
為
註
〔
明カ

〕
憲
、
號
曰
聖
徳
憲
章
。
引
者
臨
深
、
韜
碧

識
謬
、
尾
目
英
髦
、
莫
嫌
小
説
。
繕
改
傳
之
、
霊
迹
勿
絶
。
云
尓
。
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（
訓
み
下
し
）

式も
っ

て
聖
暦
を
披
き
、
眇は

る

か
に
皇
代
を
覿み

る
に
、
石
を
塞
ぎ
て
死
生
を
夬わ

か

ち
し
代
に
は
、
三
才
の
道
未
だ
開
け
ず
。
鉤
を
覔も

と

め
て
海
老

に
會
ひ
し
時
に
、
兩
珠
の
明
僅
か
に
現
る
な
り
。
斯
の
前
斯
の
後
、
神
帝
聖
后
世
に
出
で
国
を
興
す
。
其
の
頭
百
に
過
ぎ
た
り
。
形

勢
各
差し

な

あ
り
、
優
劣
同
じ
か
ら
ず
。
或
る
世
に
は
竅
に
籠
も
り
穴
に
栖
み
、
母
を
知
り
父
を
忘
る
。
更
の
代
に
は
毛
を
茹く

ら

ひ
血
を
飲

み
、
木
を
刻
み
縄
を
結
ぶ
。
旦
晨

あ
し
た

に
田
を
墾
り
薗
を
漑
し
、
草
を
甞な

め
穀
を
食
ふ
。
只

⽛
亦
⽜
カ

の
時
に
は
山
に
梁
か
け
海
に
舟
う
か
べ
、

馬
に
騎の

り
牛
に
即
く
。
然
し
て
典
籍
未
だ
發お

こ

ら
ず
、
禮
儀
識
る
こ
と
無
く
、
君
臣
混
り
亂
れ
、
父
子
法の

り

莫
し
。
中
古
に
曁お

よ

び
て
乃
ち

聖
人
誕う

ま
る
。
称
し
て
聖
徳
太
子
と
曰
ふ
な
り
。
禀
性

ひ
と
と
な
り

は
玄
黄

あ
め
つ
ち

に
應
じ
、
念
想

お
も
ひ

は
遷
固
に
秀す

ぐ

れ
た
り
。
縦
天
の
正
聖
、
流
法
の
亞
哲

な
り
。
質
を
日
域
に
滞と

ど

め
、
管
を
唐
端
に
融と

ほ

す
。
耳
目
絶
渡

わ

た

り
て
鏡
鈴
の
信
を
通
じ
、
爪
牙
城
を
𡙇か

き
て
干
戈
の
将
を
陣つ

ら

ぬ
。
洙
泗

の
風
玆こ

こ

従
り
轉
じ
、
祇
薗
の
迹
今
に
至
る
ま
で
弘
曜
す
。
外
典
を
演の

べ
て
治
乱
の
基
を
定
め
、
釋
教
を
説
き
て
罪
福
の
道
を
示
す
。

寇
を
夷た

ひ
ら

げ
亂
を
撥
ひ
、
国
を
豊
か
に
し
民
を
安
ん
ず
。
先
（

）

一
字
脱
カ

に
孝
を
以
て
し
、
政
に
莅の

ぞ

む
に
讓
を
以
て
す
。
此
に
、
齡
廿
に
し

て
太
子
の
位
に
即
く
。
即
位
十
一
年
癸
亥
の
冬
十
一
月
、
始
め
て
十
二
階
の
冠
位
を
製
す
。
是
れ
國
家
の
冠
位
を
賜
ふ
こ
と
の
始
め

な
り
。
所
謂
、
大
徳
・
小
徳
・
大
仁
・
小
仁
・
大
礼
・
小
礼
・
大
義
・
小
義
・
大
智
・
小
智
・
大
信
・
小
信
な
り
。
之
れ
よ
り
已
降
、

辰と
き

代
は
り
任
更
ま
り
、
冠
位
改
め
賜
ふ
こ
と
各
差し

な

有
り
。
即
位
十
二
年
甲
子
夏
四
月
、
太
子
親み

づ
か

ら
憲
法
十
七
條
を
制
す
。
是
れ
従
り

今
に
逮
ぶ
ま
で
、
朝
堂
君
臣
の
禮
忠
を
識
り
、
華
夷
聖
凡
の
賢
遇

⽛
愚
⽜
カ

を
觀
る
。
是
れ
国
家
の
法
令
の
元
に
し
て
、
代よ

よ

に
基
を
爲
す
。

次
ぎ
て
聖
主
を
出
だ
し
、
機
に
應
じ
物
を
逐
ふ
。
之
れ
を
（

）

一
字
脱
カ

る
は
十
二
章
の
律
法
な
り
。
之
れ
を
説
け
る
は
廿
八
條
の
令
式
な

り
。
善
く
八
埏
を
廓
し
、
禎た

だ

し
く
四
民
を
砡ぎ

く

す
。
今
に
當
た
り
て
、
十
七
の
憲の

り

を
し
て
寸

⽛
翰
⽜
カ

の
禾
に
葩は

な

を
荘か

ざ

り
、
尺
紙
の
庭
に
璧

を
蒔
か
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
若
し
億
代
の
聖
、
鏡
を
格
し
て
万
邦
を
窺
ひ
、
珠
を
（

）

一
字
脱
カ

し
て
六
合
を
照
ら
す
を
得
べ
き
為た

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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り
と
も
、
區
心
に
任
せ
ざ
ら
む
。
為
に
註
し
て
憲の

り

を
明
ら
め
、
號な

づ
け
て
聖
徳
憲
章
と
曰
ふ
。
引
者
深
に
臨
み
、
碧
を
韜つ

つ

め
る
は
謬

り
を
識
り
、
尾

⽛
眉
⽜
カ

目
英
髦
、
小
説
を
嫌
ふ
こ
と
莫
か
れ
。
繕
ひ
改
め
之
れ
を
傳
へ
、
霊
迹
絶
や
す
こ
と
勿
か
れ
。
尓し

か

云
ふ
。

冒
頭
、⽛
塞
石
夬
死
生
代
⽜、
す
な
わ
ち
イ
ザ
ナ
ミ
神
を
追
っ
て
黄
泉
国
へ
至
っ
た
イ
ザ
ナ
キ
神
が
、
黄
泉
平
坂
を
石
で
塞
い
で
黄
泉
国

と
葦
原
中
国
を
分
か
っ
た
話
や
、⽛
覔
釣
會
海
老
時
、
兩
珠
明
僅
現
⽜、
つ
ま
り
海
で
釣
針
を
失
っ
た
ホ
ホ
デ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
、
海
神
の
宮

を
訪
れ
て
潮
の
満
ち
干
を
掌
る
二
つ
の
珠
を
手
に
入
れ
た
話
と
い
っ
た
神
話
の
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
語
り
起
こ
し
、
以
来
、
百
名
以

上
の
⽛
神
帝
聖
后
⽜
が
世
に
現
れ
て
き
た
と
い
う
。
最
初
に
降
臨
し
た
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
か
ら
数
え
た
と
し
て
も
、
百
名
以
上
と
い

う
の
は
大
袈
裟
な
誇
張
表
現
か
と
思
わ
れ
る
が
、⽛
神
帝
聖
后
⽜
と
あ
る
よ
う
に
天
皇
だ
け
で
な
く
后
も
含
め
た
数
と
考
え
れ
ば
、
奈
良
時

代
中
葉
と
し
た
推
定
と
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
は
合
う
。
そ
の
間
、穴
居
し
て
親
子
の
秩
序
や
文
化
を
知
ら
ぬ
未
開
の
世
か
ら（⽛
茹
毛
飲
地
、

刻
木
結
縄
⽜
は
、
火
の
使
い
方
を
知
ら
ず
に
生
肉
を
食
べ
、
文
字
を
知
ら
ず
に
木
の
刻
み
目
や
縄
の
結
び
目
を
用
い
る
意
で
、
未
開
状
態

の
常
套
表
現
）、
農
耕
、
交
通
が
発
達
し
て
い
っ
た
が
、
未
だ
規
範
と
な
る
典
籍
は
存
在
せ
ず
、
礼
も
社
会
秩
序
も
整
わ
な
か
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
と
き
、天
地
の
理
を
体
現
す
る
聖
人
、聖
徳
太
子
が
現
れ
た
。⽛
質
滞
日
域
、管
融
唐
端
⽜は
遣
隋
使
の
派
遣
と
国
書
の
送
致（⽛
管
⽜

は
筆
の
軸
。
そ
こ
か
ら
筆
で
書
か
れ
た
も
の
の
意
）、⽛
耳
目
絶
渡
、
通
鏡
鈴
之
信
⽜
は
不
審
が
残
る
が
、
一
度
に
十
人
の
訴
え
を
聞
き
分

け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
い
う
も
の
か
。⽛
爪
牙
𡙇
城
、
陣
干
戈
之
将
⽜
は
、
用
明
天
皇
二
年
の
物
部
守
屋
ら
と
の
戦
い
を
述
べ
た

も
の
と
思
し
い
。
あ
る
い
は
、
推
古
天
皇
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
の
新
羅
出
征
計
画
を
含
め
て
太
子
の
事
蹟
と
し
て
言
う
も
の
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
（
33
）。

次
の
⽛
洙
泗
之
風
従
玆
轉
之
、
祇
薗
之
迹
至
今
弘
曜
⽜
の
⽛
洙
泗
⽜
は
、⽝
礼
記
⽞
檀
弓
上
に
孔
子
の
居
住
し
た
場
所
と
伝
え
る
洙
水
と

泗
水
の
間
の
地
を
指
す
。⽛
祇
薗
⽜
は
言
う
ま
で
も
な
く
釈
迦
が
教
え
を
説
い
た
場
所
。
つ
づ
く
⽛
演
也
外
典
、
定
治
乱
之
基
、
説
也
釋
教
、
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示
罪
福
之
道
⽜
と
あ
い
ま
っ
て
、
太
子
を
孔
子
と
釈
迦
の
双
方
の
教
え
を
受
け
つ
ぎ
、
政
治
と
信
仰
の
両
面
に
意
を
注
い
だ
存
在
と
し
て

描
き
出
す
。
そ
し
て
謙
譲
の
徳
を
も
っ
て
政
を
行
い
国
を
繁
栄
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
二
十
歳
で
の
立
太
子
を
記

し
、
皇
太
子
と
し
て
の
事
蹟
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
推
古
天
皇
十
一
年
の
冠
位
十
二
階
の
制
定
と
、
翌
年
の
憲
法
十
七
条
の
制
定
が

語
ら
れ
る
。
十
七
條
憲
法
の
注
釈
に
付
さ
れ
た
序
と
い
う
性
格
上
、
憲
法
の
制
定
に
中
心
が
置
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
前
段

階
と
し
て
冠
位
十
二
階
の
制
定
を
も
含
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
十
七
條
憲
法
に
つ
い
て
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
よ
り
社
会
の
礼
と
秩
序
が
整
い
、⽛
国
家
之
法
令
⽜
が
定
ま
っ
て
、
ひ
い

て
は
律
令
体
制
の
実
現
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
は
、
今
に
当
た
っ
て
そ
の
注
釈
を
作
る
こ
と
で
憲
法
の

主
旨
を
明
ら
め
、
後
世
へ
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
の
重
要
性
を
記
し
て
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
天
地
の
理
を
体
し
、
孔
子
と
釈
迦
の
教
え
、
つ
ま
り
内
典
外
典
の
両
方
に
通
達
し
て
、
冠
位
十
二
階
と

憲
法
十
七
条
と
い
う
国
家
体
制
の
礎
を
築
き
あ
げ
た
存
在
と
し
て
の
太
子
の
姿
で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
憲
法
は
、⽛
之
十
二
章
之
律
法
、

説
之
廿
八
條
之
令
式
⽜
と
、
古
代
国
家
の
基
盤
で
あ
る
律
令
の
淵
源
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、⽝
憲
章
序
註
⽞

の
著
さ
れ
た
奈
良
時
代
中
葉
、
養
老
律
令
の
正
式
な
施
行
を
控
え
、
古
代
律
令
制
が
ひ
と
つ
の
達
成
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
（
34
）に
、

そ
の
世
界
の
始
源
を
作
り
あ
げ
た
神
話
的
英
雄
と
し
て
、
太
子
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

東
野
注
（
13
）
前
掲
論
は
、
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
に
聖
徳
太
子
の
斑
鳩
宮
跡
に
建
て
ら
れ
た
法
隆
寺
東
院
（
上
宮
王
院
）
が
、
太

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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子
追
慕
の
た
め
の
施
設
で
あ
り
、
一
種
の
太
子
記
念
堂
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
有
し
た
こ
と
に
着
目
し
、
初
期
の
太
子
信
仰
を
物
語
る
顕

著
な
事
例
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
以
前
、
天
武
朝
以
来
、
食
封
を
支
給
さ
れ
な
い
一
地
方
寺
院
の
扱
い
を
受
け
て
き
た
法
隆
寺
は
、

天
平
五
年
に
始
ま
る
光
明
皇
后
に
よ
る
施
入
を
き
っ
か
け
と
し
、
国
家
と
特
別
な
結
び
つ
き
を
有
す
る
寺
院
へ
と
性
格
を
変
容
さ
せ
て

い
っ
た
。
こ
の
皇
后
に
よ
る
施
入
は
、
二
月
二
十
二
日
の
太
子
忌
日
に
関
係
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
動
き
と
関
連
し
て
、
太
子
の
忌
日
に
法
華
経
を
講
読
し
、
追
善
供
養
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
建
設
さ
れ
た
の
が
東
院
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
35
）。

若
井
注
（
35
）
前
掲
論
は
、
こ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
、
光
明
皇
后
に
加
え
、
阿
倍
内
親
王
（
孝
謙
天
皇
）、
橘
古
那
可
智
（
聖
武
夫
人
）、

無
漏
王
（
＝
牟
婁
女
王
、
光
明
皇
后
の
異
腹
の
姉
妹
）
と
い
っ
た
、
い
ず
れ
も
県
犬
養
三
千
代
に
連
な
る
女
性
た
ち
の
法
華
経
信
仰
が
あ

り
、
そ
れ
が
天
平
期
以
降
の
太
子
信
仰
の
普
及
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
筆
頭
た
る
光
明
皇
后
は
、⽝
続
日
本
紀
⽞
の
薨

伝
に
⽛
創
建
東
大
寺
及
天
下
国
分
寺
者
、
本
太
后
之
所
勧
也
（
36
）⽜（
天
平
宝
字
四
年
六
月
乙
丑
条
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
平
期
の
仏
教
政

策
を
主
導
し
た
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
（
37
）、
東
大
寺
お
よ
び
国
分
寺
が
⽛
金
光
明
四
天
王
護
国
之
寺
⽜
を
正
式
な
名
称
と
す
る
の
に
対

し
、
国
分
尼
寺
が
⽛
法
華
滅
罪
之
寺
⽜
を
そ
の
名
と
す
る
こ
と
に
も
、
当
時
の
法
華
経
信
仰
の
位
置
が
伺
え
る
。
法
隆
寺
や
東
院
に
お
け

る
太
子
追
善
の
た
め
の
法
華
経
講
読
も
、
こ
う
し
た
時
代
の
思
潮
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
⽝
法
華
義
疏
⽞
の
著
者
た
る
太
子

へ
の
信
仰
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
振
り
返
っ
て
、⽝
憲
章
序
註
⽞の
成
立
や
、そ
の
序
文
が
描
き
出
し
た
聖
徳
太
子
像
も
、

そ
の
よ
う
な
天
平
期
に
始
ま
る
太
子
信
仰
の
高
揚
と
い
う
事
態
を
受
け
て
意
味
を
持
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

東
野
注
（
13
）
前
掲
論
は
、
法
隆
寺
が
九
世
紀
に
入
っ
て
い
っ
た
ん
衰
退
す
る
事
実
を
指
摘
し
、
聖
武
天
皇
の
属
し
た
天
武
直
系
皇
統

の
断
絶
に
そ
の
原
因
を
求
め
て
い
る
。
代
わ
っ
て
こ
の
時
期
に
聖
徳
太
子
信
仰
の
拡
大
と
流
布
を
担
っ
た
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
太
子
信

─ 84 ─

北
大
文
学
研
究
院
紀
要

─ 85 ─



仰
の
中
心
た
る
四
天
王
寺
と
と
も
に
、
聖
徳
太
子
を
日
本
に
お
け
る
法
華
経
信
仰
の
祖
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
日
本
天
台
宗
の
確
立
を

図
っ
た
最
澄
に
は
じ
ま
る
、
天
台
宗
の
活
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
澄
に
と
っ
て
、
自
ら
の
⽝
天
台
法
華
宗
付
法
縁
起
⽞
に
⽝
憲
章
序
註
⽞

の
序
が
描
き
出
し
た
太
子
像
を
採
り
入
れ
る
こ
と
の
有
し
た
意
味
が
次
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
⽝
異
本
上

宮
太
子
伝
⽞
全
体
の
成
立
の
問
題
と
関
わ
る
。
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
補
考
】

本
稿
第
一
節
に
お
い
て
、⽝
玉
林
抄
⽞
が
推
古
十
二
年
の
十
七
条
憲
法
条
に
⽛
明
一
伝
⽜
の
名
で
引
用
す
る
⽝
憲
章
序
註
⽞
の
注
に
つ
い

て
、⽝
天
台
法
華
宗
付
法
縁
起
⽞
か
ら
引
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
独
立
の
一
本
に
基
づ
い
た
可
能
性
（
す
な
わ
ち
、
実
際
に
⽝
憲
章
序
註
⽞

が
⽛
明
一
伝
⽜
の
名
で
流
通
し
て
い
た
可
能
性
）
を
否
定
し
た
が
、
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
他
の
十
七
条
憲
法
注
釈
書
に
も
、⽝
憲
章
序
註
⽞

に
見
え
る
注
が
⽛
明
一
伝
⽜
と
し
て
引
か
れ
る
例
の
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
飯
田
注
（
10
）
前
掲
論
が
示
し
た

よ
う
に
、⽝
憲
章
序
註
⽞
を
⽛
明
一
伝
⽜
と
し
て
掲
げ
る
の
は
、⽝
玉
林
抄
⽞
の
他
に
成
簣
堂
本
⽝
聖
徳
太
子
十
七
ケ
條
之
憲
法
并
註
⽞（
以

下
⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞）
お
よ
び
⽝
聖
徳
太
子
御
憲
法
玄
恵
註
抄
⽞（
以
下
⽝
玄
恵
註
抄
⽞）
が
あ
る
（
38
）。
こ
の
う
ち
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞

（
成
）
の
引
用
箇
所
を
、
尊
英
書
写
本
⽝
太
子
伝
玉
林
抄
⽞（
玉
）
お
よ
び
参
考
と
し
て
広
島
大
学
本
⽝
憲
章
序
註
⽞（
広
）
と
並
べ
て
示
す
（
39
）。

網
掛
け
部
分
は
広
島
大
学
本
⽝
憲
章
序
註
⽞
と
の
異
同
箇
所
、⽛
・
⽜
は
広
島
大
学
本
⽝
憲
章
序
註
⽞
に
あ
る
文
字
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と

を
示
す
。
な
お
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞⽝
玉
林
抄
⽞
に
み
え
る
カ
タ
カ
ナ
送
り
仮
名
は
省
略
し
た
。

第
二
条

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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成
鮮
者
少
也
、
尤
者
過
也
、
惡
者
失
也

玉
明
一
傳
云
、
鮮
少
也
、
尤
過
也
、
悪
失
也

広
鮮
少
也
。
尤
過
也
、
悪
失
也

第
三
条

成
四
時
者
春
夏
秋
冬
、
順
行
者
春
種
夏

秋
収
冬
藏
也
、
萬
氣
者
萬
物
也

玉
明
一
傳
云
、
四
時
者
春
夏
秋
冬
也
。
順
行
者
春
種
夏

秋
収
冬
藏
也
（
中
略
）
万
氣
者
万
物
也

広
四
時
者
春
夏
秋
冬
、
順
行
者
春
種
夏

秋
収
冬
藏
也
、
萬
氣
者
万
物
也

第
六
条

成
明
一
傳
云
、
諂
諛
之
者
亡
國
滅
人
敗
己
・
・
、
死
後
餘
罪
其
其
惡
甚
・
文

玉
明
一
傳
云
、
諂
諛
之
者
亡
國
滅
人
敗
己
乱
政
、
死
後
餘
罪
其
悪
甚
耳

広
諂
諛
之
者
亡
国
滅
人
敗
己
乱
政
、
死
後
餘
罪
其
惡
甚
耳

第
七
条

成
明
一
傳
云
、
任
官
任
・
、
宰
職
宰
・

玉
明
一
傳
云
、
任
官
任
也
、
掌
職
掌
也

広
任
官
任
也
、
掌
職
掌
也

第
九
条

成
明
一
傳
云
、
義
惟
爲
言
之
寶
也
、
信
則
爲
行
之
器
也
、
行
㕝
有
功
而
無
信
不
重
也
、
言
語
有
辨
而
無
義
不
用
也
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玉
明
一
傳
云
、
義
惟
為
言
之
寶
也
、
信
則
為
行
之
器
也
、
行
事
有
功
・
無
信
不
重
也
、
言
語
有
辨
而
無
義
不
用
也

広
義
惟
為
言
之
寶
也
、
信
則
為
行
之
器
也
、
行
事
有
功
而
无
信
不
重
也
、
言
語
有
辨
而
无
義
不
用
也

第
十
一
条

成
明
一
傳
云
、
執
㕝
者
賞
罰
二
官
也
、
明
者
・
察
功
過
、
能
定
輕
重
、
可
與
賞
罰

玉
明
一
傳
云
、
執
事
者
賞
罰
二
官
也
、
明
者
能
察
功
過
、
能
定
軽
重
、
可
与
賞
罰

広
執
事
者
賞
罰
二
官
也
、
明
者
能
察
功
過
、
能
定
軽
重
、
可
与
賞
罰

第
十
三
条

成
明
一
傳
云
、
・
内
外
諸
司
之
官
人
、
同
知
所
司
之
上
下
、
職
宰
之
雜
務
也
、
或
病
或
使
、
有
闕
於
㕝
、
然
一
度
得
知
之
日
、
和
如
曾

職
、
曾
先
也
、
闕
事
人
知
如
也
、
故
上
職
宰
審
於
下
、
・
・
・
察
於
上
、
彼
我
和
穆
、
然
則
官
事
無
闕
、
其
政
不
濫

玉
明
一
傳
云
、
言
内
外
諸
司
之
官
人
、
同
知
所
司
之
上
下
、
職
掌
之
雜
務
也
、
或
病
或
使
、
有
闕
於
事
、
然
一
得
知
之
日
、
和
如
曽

職
曽
先
也

○
故
上
職
掌
審
・
下
、
下
職
掌
察
於
上
、
彼
我
和
穆
。
然
則
官
事
無
闕
、
其
政
不
濫

広
言
内
外
諸
司
之
官
人
、
同
知
所
司
之
上
下
、
職
掌
之
雜
務
也
［
或
病
或
使
、
有
闕
於
事
、
然
一
得
知
之
日
、
和
如
曽
職
曽
先
也

］（
中
略
）

故
上
職
掌
審
於
下
、
々
職
掌
察
於
上
、
彼
我
和
穆
。
然
則
官
事
无
闕
。
其
政
不
濫
（［
］
内
は
憲
法
本
文
）

見
る
と
お
り
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
が
⽛
明
一
伝
⽜
と
し
て
引
用
す
る
憲
章
註
は
、
す
べ
て
⽝
玉
林
抄
⽞
に
対
応
す
る
引
用
例
が
存
在

す
る
。⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
は
、
本
文
末
尾
に
⽛
是
註
者
於
文
永
九
年
法
隆
寺
宝
光
院
談
義
評
定
、
而
諸
經
諸
論
内
外
二
典
之
集
明
文
所

選
也
⽜
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
の
成
立
で
あ
り
、⽝
憲
章
序
註
⽞
に
次
い
で
古
い
十
七
条
憲
法
の
注
釈
で
あ
る
と
さ

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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れ
て
き
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
四
四
八
年
成
立
の
⽝
玉
林
抄
⽞
に
先
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
阿
部
注
（
⚗
）
前

掲
論
の
指
摘
が
あ
る
と
お
り
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
に
は
、
藤
原
仲
範
の
訓
点
な
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
仲
範
は
⽝
諏
方
大
明
神

画
詞
⽞
に
引
く
⽛
仲
範
朝
臣
記
⽜
の
著
者
で
（
40
）、
一
四
世
紀
に
活
躍
し
た
儒
者
で
あ
り
、⽝
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
⽞⽝
上
宮
太
子
拾
遺
記
⽞

の
著
者
で
あ
る
橘
寺
の
法
空
と
も
交
流
を
持
ち
、
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
に
⽝
聖
徳
太
子
伝
暦
⽞
の
講
義
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
41
）。

現
存
す
る
⽝
聖
徳
太
子
伝
暦
⽞
や
各
種
憲
法
注
に
屡
々
見
え
る
⽛
仲
範
点
⽜
な
る
も
の
も
、
こ
の
講
義
の
際
の
仲
範
の
訓
読
を
示
す
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
の
⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
の
成
立
は
、
元
亨
四
年
を
遡
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
前

述
の
通
り
⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
の
⽛
明
一
伝
⽜
の
引
用
は
、
す
べ
て
⽝
玉
林
抄
⽞
に
対
応
箇
所
が
存
在
す
る
。
比
較
的
長
文
に
わ
た
る

傾
向
の
あ
る
⽝
憲
章
序
註
⽞
の
注
釈
全
体
の
中
か
ら
僅
か
に
選
ば
れ
た
箇
所
が
、
引
用
の
範
囲
も
含
め
て
た
ま
た
ま
両
者
で
全
て
一
致
す

る
と
は
考
え
難
く
、
一
方
が
他
方
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
可
能
性
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
場
合
、⽝
玉
林
抄
⽞
に
は
こ
れ
以
外
の
引
用
例
も

あ
る
の
に
対
し
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞で
は
こ
れ
が
全
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、そ
の
方
向
は⽝
玉
林
抄
⽞→⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞と
な
る
（
42
）。

そ
の
こ
と
は
、
成
・
玉
・
広
三
者
の
比
較
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞⽝
玉
林
抄
⽞
の
両
方
に
⽛
明
一
伝
⽜
か
ら
の

引
用
が
見
ら
れ
る
全
七
箇
条
に
お
い
て
、
広
島
大
学
本
⽝
憲
章
序
註
⽞
と
の
異
同
を
比
べ
る
と
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
で
は
五
条
十
六
箇

所
に
の
ぼ
る
の
に
対
し
、⽝
玉
林
抄
⽞
で
は
三
条
三
箇
所
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
第
六
条
⽛
乱
政
⽜
が
⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
で
は
脱
落
し

て
い
る
の
に
対
し
て
⽝
玉
林
抄
⽞
に
は
あ
り
、
第
十
三
条
⽛
闕
事
人
知
如
也
⽜
が
⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
で
は
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
⽝
玉
林
抄
⽞
で
は
⽝
憲
章
序
註
⽞
と
同
様
こ
の
部
分
が
な
い
こ
と
な
ど
は
、
引
用
関
係
が
⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
→
⽝
玉
林
抄
⽞
で
あ
っ

た
場
合
に
は
説
明
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
條
・
第
九
条
・
第
十
三
条
に
各
一
箇
所
ず
つ
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
に
は
見
ら
れ
な
い
異

同
箇
所
が
⽝
玉
林
抄
⽞
に
あ
る
の
は
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
の
参
照
し
た
⽝
玉
林
抄
⽞
が
、
尊
英
書
写
本
と
は
別
系
統
の
写
本
で
あ
っ
た
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こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
（
43
）。

以
上
の
考
察
か
ら
、
現
行
の
⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
は
、
少
な
く
と
も
⽝
玉
林
抄
⽞
以
降
の
成
立
で
あ
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
⽛
明
一

伝
⽜（⽝
憲
章
序
註
⽞）
の
引
用
は
、⽝
玉
林
抄
⽞
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

一
方
、⽝
玄
恵
註
抄
⽞
は
、
清
原
宣
賢
以
降
の
清
原
家
関
係
者
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
憲
法
注
釈
書
で
あ
る
（
阿
部
注
（
⚗
）

前
掲
論
）。
本
文
中
に
⽝
玉
林
抄
⽞
の
名
を
挙
げ
て
お
り
、
同
書
か
ら
の
引
用
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
憲
法
註
の
引
用
に
つ
い
て

は
、⽝
玉
林
抄
⽞
と
重
複
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
、⽝
玉
林
抄
⽞
に
は
見
え
な
い
引
用
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
⽝
玉
林
抄
⽞
と
同
じ
く
⽛
明

一
伝
⽜
と
し
て
引
く
場
合
が
あ
る
他
に
、⽛
或
憲
法
註
⽜
と
し
て
引
く
場
合
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
著
者
は
⽝
憲
章
序
註
⽞

に
相
当
す
る
独
立
し
た
一
本
を
⽛
或
憲
法
註
⽜
と
し
て
参
照
す
る
一
方
、⽝
玉
林
抄
⽞
に
そ
れ
を
⽛
明
一
伝
⽜
と
し
て
引
く
こ
と
を
知
り
、

⽛
明
一
伝
⽜
の
書
名
も
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

結
局
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
や
⽝
玄
恵
註
抄
⽞
が
⽝
憲
章
序
註
⽞
を
⽛
明
一
伝
⽜
と
し
て
引
く
こ
と
は
、⽝
玉
林
抄
⽞
が
こ
れ
を
⽝
付

法
縁
起
⽞
の
引
用
を
通
じ
て
⽛
明
一
伝
⽜
と
誤
認
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
（
44
）。

訓
海
は
、⽝
玉
林
抄
⽞
の
推
古
天
皇
十
五
年
条
に
、⽛
一
巻
伝
〈
明
一
〉
云
⽜
と
し
て
、
小
野
妹
子
法
華
経
将
来
記
事
を
引
用
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
訓
海
が
⽝
付
法
縁
起
⽞
に
引
か
れ
た
も
の
と
は
別
に
、
一
巻
仕
立
て
の
⽛
明
一
伝
⽜
も
ま
た
見
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、⽝
憲
章
序
註
⽞
序
の
取
意
文
を
挙
げ
る
箇
所
に
関
し
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
⽛
傳
教
大
師
付
法
縁
起
引
明
一
傳
云
⽜
と
し
て

掲
げ
て
い
る
こ
と
は
、⽝
憲
章
序
註
⽞
が
一
巻
本
⽛
明
一
伝
⽜
に
は
引
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
⽛
明
一
伝
⽜
と
合
わ
せ
て
引
く
こ
と
は
、

最
澄
⽝
付
法
縁
起
⽞
の
段
階
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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注
（
⚑
）
た
だ
し
、⽝
日
本
書
紀
⽞
の
記
事
と
は
月
日
の
相
違
や
紀
年
の
表
示
方
式
の
相
違
が
み
と
め
ら
れ
、⽝
日
本
書
紀
⽞
か
ら
の
直
接
の
抄
出
で
は
な
く
、⽝
日
本

書
紀
⽞
を
改
編
・
簡
略
化
し
た
本
を
経
由
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
（
神
野
志
隆
光
⽛⽝
七
代
記
⽞
と
⽛
日
本
紀
⽜⽜、⽝
変
奏
さ
れ
る
日
本
書
紀
⽞
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
九
、
初
出
二
〇
〇
八
）。

（
⚒
）
明
治
四
十
四
年
六
月
十
一
日
に
東
京
美
術
学
校
に
て
開
催
さ
れ
た
上
宮
太
子
祭
典
記
念
展
観
の
略
目
録
に
、
黒
川
真
道
蔵
と
し
て
⽛
異
本
上
宮
太
子
傳
竝

憲
章
注
⽜
の
題
が
見
え
る
（
楽
之
軒
生
⽛
や
ま
ぐ
り
抄
（
七
）⽜、⽝
畫
説
⽞
38
、
一
九
四
〇
）。

（
⚓
）
飯
田
瑞
穂
⽛
聖
徳
太
子
伝
の
推
移
⽜（⽝
飯
田
瑞
穂
著
作
集
⚑

聖
徳
太
子
伝
の
研
究
⽞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
七
三
）、
吉
田
一
彦
⽛⽝
異

本
上
宮
太
子
伝
⽞
の
写
本
と
内
容
⽜（
吉
田
一
彦
編
⽝
変
貌
す
る
聖
徳
太
子
⽞
平
凡
社
、
二
〇
一
一
）。

（
⚔
）
https://w
ebarchives.tnm
.jp/dlib/detail/1708

（
⚕
）
荻
野
三
七
彦
⽛
法
皇
帝
説
書
写
年
代
に
関
す
る
新
史
料
⽜（⽝
畫
説
⽞
47
、
一
九
四
〇
）。

（
⚖
）
飯
田
注
（
⚓
）
前
掲
論
。

（
⚗
）
阿
部
隆
一
⽛
近
世
初
期
以
前
十
七
条
憲
法
諸
本
解
題
並
校
勘
記
⽜（⽝
斯
道
文
庫
論
集
⽞
10
、
一
九
七
一
）。

（
⚘
）
古
江
亮
仁
⽛
天
台
法
華
宗
付
法
縁
起
逸
文
考
⽜（⽝
傳
教
大
師
研
究

別
巻
⽞
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
〇
）。

（
⚙
）
以
下
、⽝
玉
林
抄
⽞
の
引
用
は
⽝
法
隆
寺
蔵
尊
英
本

太
子
伝
玉
林
抄
⽞（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
）
の
影
印
に
よ
る
。
ま
た
、
以
下
の
引
用
文
中
の
傍

線
・
傍
点
は
す
べ
て
稿
者
に
よ
り
、
私
に
句
読
点
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
10
）
飯
田
瑞
穂
⽛
明
一
撰
⽝
聖
徳
太
子
伝
⽞（
明
一
伝
）
の
逸
文
⽜（⽝
飯
田
瑞
穂
著
作
集
⚑

聖
徳
太
子
伝
の
研
究
⽞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
六

八
）。

（
11
）
新
川
登
亀
男
⽝
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
の
研
究
⽞（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
）
第
三
章
第
三
節
⽛
四
天
王
寺
聖
徳
王
伝
⽜。
た
だ
し
、
飯
田
注
（
⚓
）

前
掲
論
を
は
じ
め
と
し
て
、⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
の
②
③
④
も
併
せ
た
全
体
が
⽛
明
一
伝
⽜
で
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち
⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
と
は
⽛
明
一
伝
⽜

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
異
論
も
多
く
存
在
す
る
。
論
証
に
紙
幅
を
要
す
る
た
め
詳
細
は
執
筆
予
定
の
別
稿
に
譲
る
が
、
現
存
す
る
⽛
明
一
伝
⽜
の
佚
文

が
⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
の
①
お
よ
び
失
わ
れ
た
冒
頭
部
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
を
出
な
い
（
榊
佳
子
⽛⽛
明
一
伝
⽜⽛
七
代
記
⽜
の
構
成
に
関
す
る

一
試
論
⽜、⽝
史
観
⽞
155
、
二
〇
〇
六
）
こ
と
な
ど
か
ら
、
稿
者
は
①
の
部
分
の
み
が
⽛
明
一
伝
⽜
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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（
12
）
⽝
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
⽞
の
引
用
は
、⽝
聖
徳
太
子
御
伝
叢
書
⽞（
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
四
二
）
に
よ
る
。

（
13
）
⽝
玉
林
抄
⽞
が
⽛
傳
教
大
師
付
法
縁
起
引
明
一
傳
⽜
と
し
て
掲
げ
る
取
意
文
の
内
容
が
⽝
憲
章
序
註
⽞
の
序
文
に
一
致
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
古
江
注
（
⚘
）

前
掲
論
は
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
こ
の
部
分
が
⽛
明
一
伝
⽜
に
依
拠
し
た
か
、
も
し
く
は
共
通
の
資
料
に
拠
っ
た
た
め
で
あ
り
、⽝
付
法
縁
起
⽞
に
⽝
憲
章
序
註
⽞

が
引
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、⽝
憲
章
序
註
⽞
が
⽛
明
一
伝
⽜
と
一
体
の
如
く
に
な
っ
て
い
た
の
な
ら
、⽝
付
法
縁
起
⽞

は
⽛
明
一
伝
⽜
を
一
字
も
洩
ら
さ
ず
に
引
い
て
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
憲
法
の
註
解
部
分
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、⽝
付
法
縁
起
⽞
を
目
に
し
て

い
た
は
ず
の
法
空
の
⽝
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
⽞
や
⽝
上
宮
太
子
拾
遺
記
⽞
に
そ
の
引
用
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
（
同
様
の
主
張
は
、
同
⽛
奈
良

時
代
成
立
の
⽛
聖
徳
太
子
伝
⽜
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
⽜（⽝
櫛
田
博
士
頌
寿
記
念

高
僧
伝
の
研
究
⽞
山
喜
坊
仏
書
林
、
一
九
七
三
）
に
も
見
ら
れ
る
）。

し
か
し
、⽝
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
⽞
や
⽝
上
宮
太
子
拾
遺
記
⽞
の
十
七
条
憲
法
条
に
お
け
る
法
空
の
注
釈
態
度
は
、
語
釈
を
中
心
に
内
典
・
外
典
か
ら

の
引
用
を
列
挙
し
て
呈
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
⽝
憲
章
序
註
⽞
の
注
釈
と
は
ス
タ
イ
ル
が
異
な
る
。
そ
こ
に
引
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、⽝
付

法
縁
起
⽞
に
⽝
憲
章
序
註
⽞
が
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
と
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。

現
存
の
⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
は
推
古
天
皇
十
二
年
条
の
十
七
条
憲
法
第
二
条
冒
頭
以
前
の
部
分
が
欠
失
し
て
お
り
、
十
一
年
条
の
冠
位
十
二
階
制
定
記

事
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、⽛
明
一
伝
⽜（⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
①
の
部
分
）
の
基
本
的
な
編
纂
態
度
は
⽝
日
本
書
紀
⽞

の
記
事
の
抄
出
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
り
（
た
だ
し
注
（
⚑
）
参
照
）、
こ
れ
に
増
補
・
変
更
を
加
え
る
場
合
に
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
も
大
き
な
増
補
点
と
し
て
、
推
古
天
皇
十
五
年
七
月
条
、
小
野
妹
子
を
遣
唐
使
と
し
て
派
遣
し
た
際
、
唐
の
衡
山
道
場
か
ら
法
華
経
を
将
来
さ
せ
た
話
が

あ
る
。
そ
の
経
に
つ
い
て
、
当
該
記
事
は
⽛
其
経
一
部
一
巻
成
、
長
壽
三
年
六
月
一
日
雍
洲
長
安
縣
人
李
元
恵
於
楊
洲
寫
了
⽜
と
記
す
が
、
こ
れ
と
同
じ
書

写
奥
書
を
持
つ
法
華
経
一
巻
が
実
在
す
る
。
現
在
法
隆
寺
献
納
宝
物
と
し
て
東
京
国
立
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
細
字
法
華
経
で
あ
る
（
飯
田
瑞

穂
⽛
小
野
妹
子
法
華
経
将
来
説
話
に
つ
い
て
⽜、⽝
飯
田
瑞
穂
著
作
集
⚑

聖
徳
太
子
伝
の
研
究
⽞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
六
二
）。
こ
の
細
字

法
華
経
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）、
太
子
の
忌
日
を
目
前
に
控
え
た
二
月
二
十
日
に
、
光
明
皇
后
に
よ
り
法
隆
寺
東
院
（
上
宮
王
院
）
に
寄
進
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
（
三
宅
米
吉
⽛
探
古
考
証
雑
抄

斑
鳩
篇
二
⽜、⽝
考
古
学
雑
誌
⽞
一
─
二
、
一
九
一
〇
）。
こ
こ
か
ら
、
天
平
九
年
当
時
、
す
で
に
太
子
と
細

字
法
華
経
を
結
び
つ
け
る
伝
承
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
（
東
野
治
之
⽛
初
期
の
太
子
信
仰
と
上
宮
王
院
⽜、⽝
聖
徳
太
子
事
典
⽞
柏
書
房
、
一

九
九
七
）。⽛
明
一
伝
⽜
は
、
執
筆
時
点
で
流
布
し
て
い
た
こ
の
伝
承
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
主
要
な
増
補
点
と
し
て
、
推
古
天
皇
二
十
一
年
十
二
月
条
、
片
岡
に
遊
行
し
た
太
子
が
道
に
倒
れ
て
い
た
飢
者
と
出
会
う
、
い
わ

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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ゆ
る
片
岡
山
飢
人
説
話
に
、⽝
日
本
書
紀
⽞
に
は
見
え
な
い
飢
者
の
返
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
歌
も
、⽝
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
⽞
に

巨
勢
三
杖
の
歌
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
片
岡
山
飢
人
説
話
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
流
布
し
て
い
た
の
を
採
り
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

加
え
て
、
古
江
論
は
、⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
が
太
子
の
薨
日
を
⽝
日
本
書
紀
⽞
の
記
す
二
月
癸
巳
（
五
日
）
で
は
な
く
、
法
隆
寺
系
の
金
石
文
等
に
見
ら

れ
る
二
月
二
十
二
日
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
古
江
論
自
体
が
論
じ
て
い
る
と
お
り
、
当
時
の
太
子
関
係
寺
院
に
お
い
て
、
実

際
に
聖
霊
会
が
そ
の
日
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
例
に
対
し
、
冠
位
十
二
階
の
制
定
を
十
二
月
と
し
、
位
階
の
次
第
も
異
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
他
の
資
料
に
確
認
で
き
ず
、
わ
ざ
わ
ざ

⽝
日
本
書
紀
⽞
の
記
述
を
採
ら
ず
に
そ
れ
に
拠
る
理
由
が
考
え
難
い
。⽛
明
一
伝
⽜
の
冠
位
十
二
階
制
定
記
事
は
⽝
日
本
書
紀
⽞
の
記
事
と
変
わ
ら
ず
、⽝
憲
章

序
註
⽞
の
序
文
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
⽝
玉
林
抄
⽞
が
⽛
傳
教
大
師
付
法
縁
起
引
明
一
傳
⽜
と
し
て
掲
げ
る
取
意
文

の
内
容
が
⽝
憲
章
序
註
⽞
の
序
文
に
一
致
す
る
の
は
、⽝
憲
章
序
註
⽞
が
⽛
明
一
伝
⽜
に
依
拠
し
た
た
め
で
も
、
共
通
の
資
料
に
拠
っ
た
た
め
で
も
な
く
、
冠

位
十
二
階
の
制
定
月
と
位
階
の
次
第
に
つ
い
て
独
自
の
記
事
を
持
つ
⽝
憲
章
序
註
⽞
が
、⽛
明
一
伝
⽜
と
紛
ら
わ
し
い
か
た
ち
で
⽝
付
法
縁
起
⽞
に
引
用
さ
れ

て
い
た
た
め
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
14
）
最
澄
の
引
用
態
度
の
特
徴
と
し
て
、⽝
守
護
国
界
章
⽞
の
三
一
権
実
論
争
に
お
い
て
、
論
争
相
手
の
徳
一
の
著
作
を
引
用
す
る
際
に
、
一
字
一
句
省
略
す
る

こ
と
な
く
引
き
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
師
茂
樹
⽝
最
澄
と
徳
一
⽞
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
）。

（
15
）
古
江
亮
仁
⽛⽝
天
台
法
華
宗
付
法
縁
起
⽞
未
完
成
草
本
考
⽜（⽝
天
台
学
報
⽞
28
、
一
九
八
六
）。

（
16
）
福
井
康
順
⽛
伝
述
一
心
戒
文
新
考
⽜（⽝
山
家
学
報
⽞
新
10
、
一
九
三
五
）、
古
川
英
俊
⽛
一
心
戒
文
執
筆
年
月
考
⽜（⽝
叡
山
学
報
⽞
19
、
一
九
四
一
）、
石

田
瑞
麿
⽝
日
本
仏
教
思
想
研
究
⚑
⽞（
法
蔵
館
、
一
九
八
六
、
初
出
一
九
六
三
）
第
Ⅳ
章
第
一
節
⽛
光
定
の
円
戒
思
想
と
⽝
伝
述
一
心
戒
文
⽞⽜。

（
17
）
以
下
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
引
用
は
広
島
大
学
図
書
館
所
蔵
の
影
写
本
に
よ
る
。

（
18
）
⽝
北
山
抄
⽞
巻
一
・
正
月
・
拝
天
地
四
方
事
⽛
毎
陵
両
段
再
拝
⽜
の
細
注
に
、⽛
本
朝
之
風
、
四
度
拝
神
、
謂
之
兩
段
再
拜
。
本
是
再
拝
也
。
而
為
異
三
宝

及
庶
人
、
四
度
拝
之
、
仍
稱
兩
段
也
⽜（
神
道
大
系
朝
議
祭
祀
編
三
⽝
北
山
抄
⽞
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
二
に
よ
る
）
と
あ
る
。
神
祇
は
四
拝
す
る
の
が

古
代
の
習
い
で
あ
り
、
三
宝
、
庶
人
と
区
別
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
三
宝
は
三
拝
、
庶
人
は
再
拝
す
る
習
い
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

（
19
）
石
田
注
（
16
）
前
掲
書
第
Ⅰ
章
第
二
節
⽛
鑑
真
渡
来
以
前
の
受
戒
⽜。

（
20
）
大
正
蔵
一
五
七
九
、
三
〇
─
五
一
一
。
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（
21
）
大
正
蔵
一
四
八
四
、
二
四
─
一
〇
〇
六
。

（
22
）
石
田
注
（
19
）
前
掲
論
は
、⽝
玉
葉
和
歌
集
⽞
釈
教
歌
に
行
基
作
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
⽛
山
鳥
の
ほ
ろ
〳
〵
と
な
く
声
き
け
ば
父
か
と
ぞ
思
ふ
母
か
と
ぞ
思

ふ
⽜
の
歌
に
、⽝
梵
網
経
⽞
の
同
戒
の
思
想
の
影
響
を
見
て
と
る
。
作
者
を
行
基
と
す
る
伝
の
信
憑
性
は
定
か
で
な
い
が
、
同
種
の
発
想
の
淵
源
と
し
て
こ
の

⽝
梵
網
経
⽞
第
二
十
軽
戒
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）
以
上
、
石
田
茂
作
⽝
奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
⽞
お
よ
び
石
田
注
（
19
）
前
掲
論
を
参
照
し
、
東
大
史
料
編
纂
所
⽛
奈
良
時
代
古
文
書
フ
ル
テ
キ
ス
ト

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
⽜（
https://w
w
w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/w
08/searc）
に
よ
り
他
例
を
補
足
し
た
。

（
24
）
⽝
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
⽞
の
引
用
は
、⽝
伝
教
大
師
全
集
⽞
第
二
（
天
台
宗
宗
典
刊
行
会
、
一
九
一
二
）
に
よ
る
。

（
25
）
⽝
註
菩
薩
戒
経
⽞
の
著
述
は
、
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
四
月
の
律
師
任
命
か
ら
し
ば
ら
く
後
、
お
そ
ら
く
鑑
真
の
来
朝
後
に
吉
野
山
比
蘇
寺
に
退
去
し

て
以
降
、
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
ま
で
の
間
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
伊
吹
敦
⽛
初
期
禅
宗
と
最
澄
の
円
頓
戒
⽜、⽝
禅
研
究
所
紀
要
⽞
45
、

二
〇
一
七
）。

（
26
）
伊
吹
敦
⽛
日
本
の
古
文
献
か
ら
見
た
中
国
初
期
禅
宗
⽜（⽝
東
洋
思
想
文
化
⽞
⚒
、
二
〇
一
五
）
お
よ
び
同
注
（
25
）
前
掲
論
。

（
27
）
日
本
思
想
大
系
⽝
律
令
⽞（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
に
よ
る
。

（
28
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
⽝
類
聚
三
代
格

弘
仁
式
抄
⽞（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
）
に
よ
る
。

（
29
）
篠
川
賢
⽝
国
造
─
大
和
政
権
と
地
方
豪
族
⽞（
中
央
公
論
社
、
二
〇
二
一
）。

（
30
）
石
上
英
一
⽝
日
本
古
代
史
科
学
⽞（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
）
第
⚑
章
第
⚑
編
⽛
古
代
史
科
学
体
系
の
構
築
⽜。
初
出
一
九
八
八
。
従
来
、⽝
式
目
抄
⽞

に
は
後
代
の
例
か
つ
孤
例
で
あ
る
点
に
証
と
し
て
の
弱
さ
が
あ
っ
た
が
、
八
世
紀
の
文
献
と
の
合
致
は
、
そ
の
記
述
の
正
し
さ
の
裏
付
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
31
）
⽝
中
世
法
制
史
料
集

別
巻
⽞（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
）
に
よ
る
。

（
32
）
そ
の
内
訳
は
、
榎
本
淳
一
⽛
養
老
律
令
試
論
⽜（
笹
山
晴
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
⽝
日
本
律
令
制
論
集
⽞
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
）
に
よ
り
、
養
老

令
三
十
篇
か
ら
宮
衛
令
を
除
き
、
東
宮
職
員
令
・
家
令
職
員
令
が
東
宮
・
家
令
職
員
令
一
篇
に
収
め
ら
れ
た
（
あ
る
い
は
東
宮
官
員
令
の
み
）
も
の
で
あ
っ

た
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）
⽝
日
本
書
紀
⽞
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
太
子
の
兄
、
来
目
皇
子
や
当
摩
皇
子
を
将
軍
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
の
出
征
計
画
は
結
局
未
遂
に
終
わ
っ
た
が
、

⽝
玉
林
抄
⽞
巻
十
⽛
隣
国
順
日
本
国
事
⽜
に
、

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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私
云
、
絵
殿
絵
事
、
天
王
寺
絵
殿
ニ
ハ
新
羅
ノ
五
城
六
城
ノ
城
ヲ
セ
ム
ル
処
ロ
委
細
也
、
法
隆
寺
ノ
ニ
ハ
全
ニ
無
之
、
互
ニ
加
減
ア
ル
也
。

と
、
四
天
王
寺
絵
堂
の
太
子
絵
に
は
、⽛
新
羅
ノ
五
城
六
城
ノ
城
ヲ
セ
ム
ル
処
ロ
⽜
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
れ
は
貞
応
三
年
（
一
二
二

四
）
に
再
作
成
さ
れ
た
太
子
絵
の
描
写
だ
が
、
当
時
と
り
た
て
て
新
羅
征
討
場
面
を
新
た
に
付
加
す
る
必
然
性
は
な
く
、
知
恩
院
蔵
⽝
法
然
上
人
行
状
絵
図
⽞

巻
十
五
に
引
か
れ
た
慈
円
の
⽛
色
紙
形
記
銘
⽜（
中
井
眞
孝
編
⽝
国
宝
法
然
上
人
行
状
絵
図
（
四
十
八
巻
伝
・
知
恩
院
蔵
）
⚒
⽞
浄
土
宗
出
版
、
二
〇
一
四
に

よ
る
）
に
、

貞
応
三
年
〈
甲
申
〉
始
自
去
冬
、
三
春
孟
夏
之
間
、
以
繪
師
法
眼
尊
智
、
守
本
様
依
傳
文
圖
繪
既
訖
（
中
略
）
此
堂
大
僧
正
行
慶
寺
務
之
間
顚
倒
之
後
、

以
聖
靈
院
礼
堂
東
廂
為
其
所
。
今
新
建
立
于
舊
跡
、
彰
興
隆
之
本
意
也
。

別
當
前
大
僧
正
法
印
大
和
尚
位
慈
圓
記
之

と
あ
る
よ
う
に
、⽛
本
様
⽜
を
守
っ
て
再
作
成
さ
れ
た
と
い
う
慈
円
の
記
述
か
ら
も
、
旧
来
の
太
子
絵
に
す
で
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
四
天
王
寺
に

現
存
す
る
最
古
の
太
子
絵
は
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
の
狩
野
山
楽
筆
の
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
も
来
目
皇
子
の
新
羅
遠
征
と
考
え
ら
れ
る
場
面
が
大
き
く

描
か
れ
て
い
る
（
新
川
注
（
11
）
前
掲
書
）。

嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
の
⽝
天
王
寺
秘
決
⽞⽛
絵
堂
事
⽜
に
、⽛
天
王
寺
絵
、
聖
武
天
皇
後
。
百
三
十
年
許
歟
。
有
鐘
楼
故
也
⽜
と
あ
り
、
法
空
⽝
上
宮

太
子
拾
遺
記
⽞
に
、⽛
彼
寺
鐘
楼
者
聖
武
天
皇
御
代
被
造
歟
⽜
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
四
天
王
寺
の
太
子
絵
に
は
聖
武
天
皇
寄
贈
に
な
る
鐘
楼
が
描
か
れ
て

い
た
と
み
え
、
こ
こ
か
ら
太
子
絵
の
制
作
時
期
は
天
平
勝
宝
の
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
兼
子
恵
順
⽛
四
天
王
寺
撰
の
聖
徳
太
子
伝
に
つ
い
て
⽜、⽝
四
天
王

寺
国
際
仏
教
大
学
紀
要
⽞
31
・
39
、
一
九
九
九
。
な
お
、⽛
百
三
十
年
許
歟
⽜
と
あ
る
の
は
、
太
子
の
薨
去
か
ら
百
三
十
年
ほ
ど
か
、
の
意
）。
そ
こ
に
上
記

の
よ
う
な
場
面
が
付
加
さ
れ
た
背
景
に
は
、
現
実
の
対
新
羅
関
係
の
緊
張
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
八
世
紀
に
は
、
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
よ
り
日

本
と
の
通
交
を
開
始
し
、
同
盟
的
関
係
を
結
ん
だ
渤
海
が
、
唐
・
新
羅
と
軍
事
的
対
立
状
況
に
あ
っ
た
七
三
〇
年
代
と
、
遣
渤
海
使
に
よ
り
唐
・
安
禄
山
の

反
乱
が
伝
え
ら
れ
た
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
よ
り
、
渤
海
か
ら
の
軍
事
同
盟
解
消
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
天
平
宝
字
六
年
ま
で
の
期
間
に
、

と
り
わ
け
そ
の
よ
う
な
状
況
が
出
来
し
た
（
保
立
道
久
⽝
黄
金
国
家
⽞（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
四
）
第
⚑
章
第
⚓
節
⽛
新
羅
出
兵
計
画
と
淳
仁
天
皇
─
孝
謙
女

帝
の
対
立
⽜）。
こ
の
場
合
は
、
前
者
の
時
期
が
と
く
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
松
本
真
輔
⽛⽝
聖
徳
太
子
伝
暦
⽞
の
新
羅
侵
攻
譚
⽜（⽝
聖
徳
太
子
伝
と
合
戦
譚
⽞
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
七
）
は
、
八
世
紀
の
朝
廷
で
新
羅
討
伐
論
が

起
こ
っ
た
際
、
伊
勢
神
宮
な
ど
に
は
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
も
四
天
王
寺
に
関
し
て
は
そ
う
し
た
動
き
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、⽝
聖
徳
太
子
伝
暦
⽞
に
引
か
れ
る
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⽝
大
同
縁
起
⽞（
八
〇
六
─
八
一
〇
）
佚
文
に
、
異
国
調
伏
と
結
び
つ
く
要
素
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
四
天
王
寺
の
異
国
調
伏
思
想
出
現
の
時
期
を

九
世
紀
初
頭
以
後
と
推
定
し
て
い
る
。
松
本
論
自
体
が
認
め
る
よ
う
に
、佚
文
な
ど
の
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、仮
に
そ
う
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
四
天
王
寺
の
太
子
絵
以
前
の
段
階
か
ら
、
七
三
〇
年
代
に
生
じ
た
対
新
羅
情
勢
の
緊
張
を
背
景
に
、
天
平
～
天
平
勝
宝
年
間
、
太
子
に
か
け

て
新
羅
出
征
を
語
る
伝
承
が
育
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

（
34
）
榎
本
注
（
32
）
前
掲
論
は
、
養
老
律
令
編
纂
の
特
徴
と
し
て
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
唐
律
令
と
同
じ
く
格
や
式
と
の
関
連
が
強
い
こ
と
を
挙
げ
、
そ
う
し
た

特
徴
を
欠
く
大
宝
律
令
を
養
老
律
令
に
至
る
過
渡
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
35
）
若
井
敏
明
⽛
法
隆
寺
と
古
代
寺
院
政
策
⽜（⽝
続
日
本
紀
研
究
⽞
288
、
一
九
九
四
）。

（
36
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
⽝
続
日
本
紀

三
⽞（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）
に
よ
る
。

（
37
）
本
郷
真
紹
⽛⽛
国
家
仏
教
⽜
と
⽛
宮
廷
仏
教
⽜⽜（⽝
信
心
と
供
養
⽞
平
凡
社
、
一
九
八
九
）。
な
お
、
本
郷
論
は
、
こ
う
し
た
宮
廷
女
性
に
よ
る
積
極
的
な
仏

教
と
の
関
わ
り
の
背
景
に
、⽝
法
華
経
⽞
妙
音
菩
薩
本
に
菩
薩
が
王
の
後
宮
に
お
い
て
女
性
に
身
を
変
じ
て
説
教
す
る
と
説
く
く
だ
り
の
影
響
を
見
て
と
っ
て

い
る
。

（
38
）
飯
田
注
（
10
）
前
掲
論
は
、
こ
の
他
に
続
群
書
類
従
本
⽝
聖
徳
太
子
伝
暦
⽞
書
き
入
れ
の
一
例
も
挙
げ
る
。
こ
れ
は
憲
法
第
一
条
本
文
の
⽛
事
理
自
通
⽜

の
⽛
事
⽜
字
に
左
傍
書
し
て
⽛
明
一
傳
无
之
⽜
と
あ
る
も
の
で
、
確
か
に
広
島
大
学
本
⽝
憲
章
序
註
⽞
の
第
一
条
本
文
で
は
⽛
事
⽜
の
一
文
字
が
脱
落
し
て

い
る
。
し
か
し
、こ
れ
は
憲
法
本
文
で
あ
っ
て
注
釈
部
分
で
は
な
い
た
め
、⽝
憲
章
序
註
⽞の
引
用
と
断
定
す
る
に
は
な
お
慎
重
を
要
す
る（
広
島
大
学
本⽝
異

本
上
宮
太
子
伝
⽞
の
①
（
＝
⽛
明
一
伝
⽜）
冒
頭
の
欠
失
部
分
で
も
、
第
一
条
⽛
事
理
自
通
⽜
の
⽛
事
⽜
が
脱
落
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
）。

あ
る
い
は
、
傍
書
の
記
入
者
が
、
訓
海
同
様
に
⽝
付
法
縁
起
⽞
か
ら
⽝
憲
章
序
註
⽞
の
部
分
を
⽛
明
一
伝
⽜
と
し
て
引
い
た
、
も
し
く
は
⽝
玉
林
抄
⽞
な
ど

に
よ
っ
て
⽝
憲
章
序
註
⽞
を
⽛
明
一
伝
⽜
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
傍
書
の
来
歴
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
く
、

さ
し
あ
た
っ
て
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。

（
39
）
⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
の
引
用
は
、⽝
聖
徳
太
子
全
集
⽞
第
一
巻
（
龍
吟
社
、
一
九
四
二
）
に
よ
る
。

（
40
）
井
原
今
朝
男
⽛
鎌
倉
期
の
諏
訪
神
社
関
係
史
料
に
み
る
神
道
と
仏
道
⽜（⽝
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
集
⽞
139
、
二
〇
〇
八
）。

（
41
）
納
富
常
天
⽛
東
国
仏
教
に
お
け
る
外
典
の
研
究
と
受
容
⽜（⽝
金
沢
文
庫
資
料
の
研
究
⽞
法
蔵
館
、
一
九
八
二
）。

（
42
）
飯
田
注
（
10
）
前
掲
論
は
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
を
文
永
九
年
成
立
と
み
る
従
来
の
見
解
に
拠
っ
た
た
め
、⽝
玉
林
抄
⽞
の
方
に
よ
り
多
く
の
引
用
が
見

⽝
聖
徳
太
子
十
七
憲
章
并
序
註
⽞
に
つ
い
て
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え
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
引
用
さ
れ
た
も
の
と
の
判
断
を
下
し
た
が
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
の
文
永
九
年
成
立
説
が
成
り
立
た
な
い
以
上
、

そ
の
判
断
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
43
）
⽝
玉
林
抄
⽞
の
伝
本
に
は
、
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
か
ら
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
に
か
け
て
の
書
写
に
か
か
る
法
隆
寺
尊
英
本
を
祖
本
と
す
る
諸
本
の

他
に
、
書
写
年
代
は
江
戸
時
代
中
期
頃
だ
が
、
尊
英
本
に
比
し
て
古
態
を
遺
す
と
考
え
ら
れ
る
東
大
寺
図
書
館
蔵
本
が
存
在
す
る
（
飯
田
瑞
穂
⽛
法
隆
寺
蔵

尊
英
本
⽝
太
子
傳
玉
林
抄
⽞
解
説
⽜、⽝
飯
田
瑞
穂
著
作
集
⚑

聖
徳
太
子
伝
の
研
究
⽞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
七
八
）
が
、
こ
の
東
大
寺
本

（
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
焼
き
つ
け
に
よ
る
）
で
は
、
尊
英
本
第
三
条
・
第
十
三
条
の
広
島
大
学
本
⽝
憲
章
序
註
⽞
と
の
異
同
（
網

掛
け
部
分
）
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
の
該
当
箇
所
と
も
同
文
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
異
同
は
東
大
寺
本
で
も
同

様
に
存
在
し
、
尊
英
本
・
東
大
寺
本
の
共
通
祖
本
段
階
で
の
誤
写
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
が
依
拠
し
た
本
は
、
共
通
祖
本
以
前

の
段
階
の
、
原
本
に
近
い
位
置
の
写
本
の
系
統
を
引
く
一
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。

（
44
）
な
お
、
古
江
注
（
⚘
）
前
掲
両
論
は
、⽝
成
簣
堂
本
憲
法
註
⽞
や
⽝
玉
林
抄
⽞
と
い
っ
た
法
隆
寺
系
の
憲
法
注
釈
書
に
⽝
憲
章
序
註
⽞
を
⽛
明
一
伝
⽜
と
し

て
多
く
引
用
す
る
の
は
、
法
隆
寺
内
に
伝
え
ら
れ
た
⽝
異
本
上
宮
太
子
伝
⽞
の
原
本
を
参
照
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
⽝
太
子
伝
⽞
の
方
が
東
大
寺
沙
門
明

一
の
撰
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
た
め
、⽝
憲
章
序
註
⽞
の
方
ま
で
も
⽝
明
一
伝
⽞
と
し
た
も
の
と
考
え
た
が
、
こ
の
推
定
が
当
た
ら
な
い
こ
と
も
如
上

の
考
察
に
よ
り
明
ら
か
だ
ろ
う
。

＊
本
稿
は
、
令
和
四
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）・
課
題
番
号
20K
00310）⽛⽝
日
本
書
紀
⽞
の
注
釈
的
研
究
⽜
に
よ
る
成

果
で
あ
る
。⽝
憲
章
序
註
⽞
序
文
の
翻
字
と
訓
読
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
希
史
氏
・
廬
旭
氏
の
助
言
を
得
た
。
ま
た
、
資
料
の
利
用
に
関
し
て
、
広
島
大
学
図
書
館
、

東
大
寺
図
書
館
よ
り
便
宜
を
賜
っ
た
。
あ
わ
せ
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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